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統計法制度に関する研究会報告書（中間とりまとめ）の修正点 
 

「中間とりまとめ」 報告書案（修正後） 

 

Ⅱ 統計調査の民間委託の推進について 

 １ 民間委託の現状 

 行政機関が行う統計調査については、従来から、その企画立案から集計公表、

その後の保管等一連の業務を行政機関が行うことを基本としつつも、部分的に

は外部に委託して行われていた。しかし、行政改革が進展する中で、行政とし

て必要な業務であっても当該業務を行政機関自らが行う必要性に乏しく、民間

に委託した方が効率的である事務・事業については民間委託を進めることが方

針とされ、統計調査もその対象とされてきた。 

近年では、「国の行政組織等の減量・効率化等に関する基本的計画」におい

て、統計事務（集計、データベース作成・提供、実査等）については、包括的

民間委託を含め、民間委託を進めることとされている。 

その推進状況を見ると平成 16 年度末では、指定統計調査 56 調査中 40 調査、

届出統計調査及び承認統計調査 359 調査中 268 調査において、それぞれ何らか

の業務の民間委託が実施され（合計すると全体で 415 調査中 308 調査と７割超

の統計調査で民間委託が実施されている。）ており、民間委託が進展している

状況が伺えるが、「規制改革・民間開放推進３か年計画（改定）」（平成 17 年３

月 25 日閣議決定）において「統計の質の維持・向上を図りつつ、原則として

民間開放を推進すべきである」とされるなど、一層の民間委託が求められてい

る状況にある。 

また、民間委託を適切に実施していく上で必要となる調査対象者の信頼確保

を図る観点から、「統計行政の新たな展開方向」に基づき、民間委託を実施す

るに当たって各府省等が講ずべき措置が「統計調査の民間委託に係るガイドラ

イン」（平成 17 年３月 31 日各府省統計主管課長等会議申合せ）として取りま

とめられ、今後はこれを踏まえて包括的民間委託を含め一層の民間委託を推進

することとされている。 

 

 

 

 

２ 民間委託に関する法的措置の検討の必要性 

  （略） 

 

 ３ 情報の保護の観点からの検討 

  (1) 基本的な考え方 

    （略） 

 

Ⅱ 統計調査の民間委託の推進について 

 １ 民間委託の現状 

 行政機関が行う統計調査については、従来から、その企画立案から集計公表、

その後の保管等一連の業務を行政機関が行うことを基本としつつも、部分的に

は外部に委託して行われていた。しかし、行政改革が進展する中で、行政とし

て必要な業務であっても当該業務を行政機関自らが行う必要性に乏しく、民間

に委託した方が効率的である事務・事業については民間委託を進めることが方

針とされ、統計調査もその対象とされてきた。 

近年では、「国の行政組織等の減量・効率化等に関する基本的計画」におい

て、統計事務（集計、データベース作成・提供、実査等）については、包括的

民間委託を含め、民間委託を進めることとされている。 

その推進状況を見ると平成 16 年度末では、指定統計調査 56 調査中 40 調査、

届出統計調査及び承認統計調査 359 調査中 268 調査において、それぞれ何らか

の業務の民間委託が実施され（合計すると全体で 415 調査中 308 調査と７割超

の統計調査で民間委託が実施されている。）ており、民間委託が進展している

状況が伺える。 

また、民間委託を適切に実施していく上で必要となる調査対象者の信頼確保

を図る観点から、「統計行政の新たな展開方向」に基づき、民間委託を実施す

るに当たって各府省等が講ずべき措置が「統計調査の民間委託に係るガイドラ

イン」（平成 17 年３月 31 日各府省統計主管課長等会議申合せ）として取りま

とめられ、今後はこれを踏まえて包括的民間委託を含め一層の民間委託を推進

することとされている。 

さらに、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律案」（いわゆる

市場化テスト法案）が国会に提出され、「規制改革・民間開放推進３か年計画

（再改定）」（平成 18 年３月 31 日閣議決定）において、統計の正確性・信頼性

の確保、報告者の秘密保護を前提として、試験調査等の結果を踏まえて、指定

統計調査の市場化テスト・民間開放の実施に向けて取組を進めることとされる

など、一層の民間委託が求められている状況にある。 

  

２ 民間委託に関する法的措置の検討の必要性 

  （略） 

 

 ３ 情報の保護の観点からの検討 

  (1) 基本的な考え方 

    （略） 

資料１ 
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  (2) 受託者等の義務等 

ア 秘密の保護義務 

統計法は、調査対象者の情報について、第 14 条において、指定統計調査、

届出統計調査及び承認統計調査のいずれの場合であっても、調査の結果得

られた秘密が保護されるべきことを定めており、同条は、その義務が課さ

れる主体を明示していないため、広く一般に義務が及ぶものと解されてい

る。 

したがって、統計調査の業務を受託して行う者（以下「受託者」という。）、

受託者から業務を請け負った再委託先（以下「再受託者」という。）及び受

託業務に従事する者（以下「受託業務従事者」という。再委託先の業務に

従事する者を含む。）に対しても、秘密の保護義務は既に法律上課されてい

ると解されるので、この点については新たな法的措置は不要と考える。 

 

 

 

イ 秘密の漏洩に対する措置 

(ｱ) 基本的な考え方 

統計法では、調査実施者たる行政機関の職員や統計調査員等が指定

統計調査の調査対象者の秘密の漏洩等を行った場合、これらの者に罰

則を科すこととしている。 

統計調査の受託者、再受託者及び受託業務従事者（以下「受託者等」

という。）が、委託契約に反する行為等を行った場合、行政機関は委託

契約の解除や具体的な損害を被ったときには損害賠償を請求すること

が可能であるが、受託者等が調査対象者の情報の漏洩等を行った場合

には、上記２のような状況の変化を踏まえ調査対象者の情報の保護を

徹底するため、行政機関の職員等に科されるのと同様の罰則を科すこ

とが適当である。 

なお、行政機関個人情報保護法により公務員及び個人情報の取扱業

務の受託者に科されている個人情報の漏洩に関する罰則は、電算処理

ファイル化された個人情報の漏洩の場合及び不正な利益を図る目的で

個人情報を漏洩した場合に区分してそれぞれ規定されているが、統計

法は、このような区別を設けていない。 

これは、統計法は、調査対象者の情報を保護し、統計調査に対する

信頼を確保することを重視する観点から、どのような媒体・目的によ

る漏洩であるかに拘わらず罰することとしているためと考えられる。

このため、受託者等に罰則を科すことの検討に当たっても、媒体別及

び目的別に区分した特段の差異を設ける必要は特にないと考える。 

 

(2) 受託者等の義務等 

ア 秘密の保護義務 

統計法は、調査対象者の情報について、第 14 条において、指定統計調査、

届出統計調査及び承認統計調査のいずれの場合であっても、調査の結果得

られた秘密が保護されるべきことを定めており、同条は、その義務が課さ

れる主体を明示していないため、広く一般に義務が及ぶものと解されてい

る。 

したがって、統計調査の業務を受託して行う者（以下「受託者」という。）、

受託者から業務を請け負った再委託先（以下「再受託者」という。）及び受

託業務に従事する者（以下「受託業務従事者」という。再委託先の業務に

従事する者を含む。）に対しても、秘密の保護義務は既に法律上課されてい

ると解されるので、この点については新たな法的措置は不要と考えられる

が、秘密の漏洩等に係る罰則規定など他の条文も含めた全体の整理の中で、

より明確な規定の仕方についても検討することが適当である。 

 

イ 秘密の漏洩に対する措置 

(ｱ) 基本的な考え方 

統計法では、調査実施者たる行政機関の職員や統計調査員等が指定

統計調査の調査対象者の秘密の漏洩等を行った場合、これらの者に罰

則を科すこととしている。 

統計調査の受託者、再受託者及び受託業務従事者（以下「受託者等」

という。受託関係終了後の者を含む。（以下、４まで同じ。））が、委託

契約に反する行為等を行った場合、行政機関は委託契約の解除や具体

的な損害を被ったときには損害賠償を請求することが可能であるが、

受託者等が調査対象者の情報の漏洩等を行った場合には、上記２のよ

うな状況の変化を踏まえ調査対象者の情報の保護を徹底するため、行

政機関の職員等に科されるのと同様の罰則を科すことが適当である。 

なお、行政機関個人情報保護法により公務員及び個人情報の取扱業

務の受託者に科されている個人情報の漏洩に関する罰則は、電算処理

ファイル化された個人情報の漏洩の場合及び不正な利益を図る目的で

個人情報を漏洩した場合に区分してそれぞれ規定されているが、統計

法は、このような区別を設けていない。 

これは、統計法は、調査対象者の情報を保護し、統計調査に対する

信頼を確保することを重視する観点から、どのような媒体・目的によ

る漏洩であるかに拘わらず罰することとしているためと考えられる。

このため、受託者等に罰則を科すことの検討に当たっても、媒体別及

び目的別に区分した特段の差異を設ける必要は特にないと考える。 
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ウ 調査票等の適正管理義務 

（略） 

 

エ 公表期日前漏洩に対する措置 

統計法第 19 条の２第２項により、国の実施する統計調査のうち特に指

定統計調査については、総務大臣の承認を得た場合のほか集計結果を公表

期日以前に漏らした場合には、罰則が科せられることとなっている。受託

した業務内容が集計業務等の場合には、当該業務の受託先においても公表

期日前に指定統計調査の集計結果を知り得るが、このような受託者等に適

用されるかどうか条文上明確ではないため、適用されることが明確になる

よう規定を整備することが適当である。 

なお、届出統計調査及び承認統計調査については、このような罰則規定

は設けられていないが、指定統計と比較した場合の統計の重要性等にかん

がみれば、改めて罰則を設ける必要はないと考える。 

 

 

 

オ 統計の改ざん行為に対する措置 

統計法第 19 条第４号により、指定統計調査に関する事務に従事する者

が、指定統計調査の結果を真実に反するものたらしめた場合には、罰則が

科せられることとなっている。同条の適用対象は「指定統計調査の事務に

従事する者又はその他の者」とされていることから、受託者等に同条は適

用されると解されるため、特に新たな規定の整備は必要ではないと考え

る。 

なお、届出統計調査及び承認統計調査については、統計法第 19 条第４号

と同様の罰則規定は設けられていないが、指定統計と比較した場合の統計

の重要性等にかんがみれば、改めて罰則を科す必要はないと考える。 

 

 

 

４ 民間委託統計調査の適切な実施の観点からの検討 

(1) 基本的な考え方 

ア 上記１のとおり、統計調査の民間委託は、現行法令の下でも既に行われ

ているが、現行の統計法は、統計調査の調査方法や民間委託に関して特に

具体的な規定を設けていない。統計調査を民間に委託して実施するかどう

かを含めその適切な実施を確保する仕組みは、指定統計調査であれば、ま

ず調査実施者が具体的な調査方法等を企画し、その内容について統計審議

 

   ウ 調査票等の適正管理義務 

    （略） 

 

エ 公表期日前漏洩に対する措置 

統計法第 19 条の２第２項により、国の実施する統計調査のうち特に指

定統計調査については、総務大臣の承認を得た場合のほか集計結果を公表

期日以前に漏らした場合には、罰則が科せられることとなっている。受託

した業務内容が集計業務等の場合には、当該業務の受託先においても公表

期日前に指定統計調査の集計結果を知り得るが、このような受託者等に適

用されるかどうか条文上明確ではないため、適用されることが明確になる

よう規定を整備することが適当である。 

なお、届出統計調査及び承認統計調査については、このような罰則規定

は調査実施者に対しても設けられていないが、指定統計と比較した場合の

統計の重要性等にかんがみれば、改めて罰則を設ける必要はないと考えら

れ、調査実施者に罰則を科すものでない以上受託者等に罰則を科すことも

適当ではないと考える。 

 

オ 統計の改ざん行為に対する措置 

統計法第 19 条第４号により、指定統計調査に関する事務に従事する者

が、指定統計調査の結果を真実に反するものたらしめた場合には、罰則が

科せられることとなっている。同条の適用対象は「指定統計調査の事務に

従事する者又はその他の者」とされていることから、受託者等に同条は適

用されると解されるため、特に新たな規定の整備は必要ではないと考え

る。 

なお、届出統計調査及び承認統計調査については、統計法第 19 条第４号

と同様の罰則規定は調査実施者に対しても設けられていないが、指定統計

と比較した場合の統計の重要性等にかんがみれば、改めて罰則を科す必要

はないと考えられ、調査実施者に罰則を科すものでない以上受託者等に罰

則を科すことも適当ではないと考える。 

 

４ 民間委託統計調査の適切な実施の観点からの検討 

(1) 基本的な考え方 

  上記１のとおり、統計調査の民間委託は、現行法令の下でも既に行われ

ているが、現行の統計法は、統計調査の調査方法や民間委託に関して特に

具体的な規定を設けていない。統計調査を民間に委託して実施するかどう

かを含めその適切な実施を確保する仕組みは、指定統計調査であれば、ま

ず調査実施者が具体的な調査方法等を企画し、その内容について統計審議
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会の意見を聴いた上で、総務大臣が承認することにより確保されることと

なっている（統計法第７条等）。また、届出統計調査については、調査実施

者が具体的な調査方法等を総務大臣に届け出ることとされており、承認統

計調査については、総務大臣の承認を得ることとされ、その統計調査が統

計技術的にみて合理的でない等の場合に、総務大臣はその調査の変更又は

中止を求めることができるとされている（統計法第８条、統計報告調整法

第５条、第 10 条等）。 

  このように、統計調査の民間委託を行うかどうかも含め具体的な調査方

法等については、それぞれの統計調査ごとに決定されることとなっている。

しかし、個別の統計調査ごとの判断になるとしても、統計調査の民間委

託の推進に資するためには、現行の統計法制上の仕組みの中に民間委託の

推進に支障を生じるような点があるかどうか、検討することが必要である。

 

 

 

 

 

 

 

イ 以上の点を踏まえると、まず、民間委託の適切な実施を確保する観点か

らは、統計調査の適切な遂行に必要となる受託者等の能力等について、あ

らかじめ法律上一定の要件を定めておくことが求められるのではないか

との考えがある。 

これは、統計法第 10 条が、統計官、統計主事という統計調査に関する

専門的技術的事務に従事する者を置くことができる旨の規定を置いてい

ることから、受託者等に関して同じような規定を整備する必要はないかと

いう考え方である。 

しかし、実態上は、統計官、統計主事は、ほとんど置かれておらず、民

間企業においては、既に、統計調査、世論調査等がこれまで多数実施され

ていることから、相当水準の業務遂行能力が確保し得る状況にあると考え

られる。したがって、委託先については、委託契約を締結する過程で審査

等を行うことにより、それぞれの統計調査の内容に応じた適切な委託先を

選定することで特段支障はないものと考えられ、新たに法律上の要件等を

定める必要はないと考える。 

なお、委託先に関して、いわゆる「みなし公務員」規定の導入（委託し

た統計調査に従事する者を公務員とみなし、刑法等の罰則等を適用するこ

と。）についての議論もあるが、みなし公務員は特殊法人等の役職員につ

いて規定されることが多く、上記のように統計調査ごとに決まる民間の委

会の意見を聴いた上で、総務大臣が承認することにより確保されることと

なっている（統計法第７条等）。また、届出統計調査については、調査実施

者が具体的な調査方法等を総務大臣に届け出ることとされており、承認統

計調査については、総務大臣の承認を得ることとされ、その統計調査が統

計技術的にみて合理的でない等の場合に、総務大臣はその調査の変更又は

中止を求めることができるとされている（統計法第８条、統計報告調整法

第５条、第 10 条等）。 

  このように、統計調査の民間委託を行うかどうかも含め具体的な調査方

法等については、それぞれの統計調査ごとに決定されることとなっている。 

  しかし、個別の統計調査ごとの判断になるとしても、統計調査の民間委

託の推進に資するためには、現行の統計法制上の仕組みの中に民間委託の

推進に支障を生じるような点があるかどうか、検討することが必要である。

具体的には、受託者等の要件等や、統計法で具体的に規定する統計調査員

（第 12 条）や実地調査権（第 13 条）を民間の受託者等に認めるべきかど

うか、また、統計法及び統計法施行令（昭和 24 年政令第 130 号）により法

定受託事務とされている指定統計調査の事務を地方公共団体が民間委託す

ることについてはどうか、という点について検討を行う必要がある。 

 

(2) 受託者等の要件等 

 民間委託の適切な実施を確保する観点から、行政機関にあっては、統計

法第 10 条が、統計官、統計主事という統計調査に関する専門的技術的事務

に従事する者を置くことができる旨の規定を置いていることと対比して、

受託者等についても同様に統計調査の適切な遂行に必要となる受託者等の

能力等について、あらかじめ法律上一定の要件を定めておくことが求めら

れるのではないかとの考えがある。 

しかし、実態上は、統計官、統計主事は、ほとんど置かれておらず、民

間企業においては、既に、統計調査、世論調査等がこれまで多数実施され

ていることから、相当水準の業務遂行能力が確保し得る状況にあると考え

られる。したがって、委託先については、委託契約を締結する過程で審査

等を行うことにより、それぞれの統計調査の内容に応じた適切な委託先を

選定することで特段支障はないものと考えられ、新たに法律上の要件等を

定める必要はないと考える。 

また、統計調査の受託者等については、上記３のとおり、行政機関の職

員と同等の法律上の義務を課し、その義務違反に対する罰則を科すことと

すれば、特に問題はないと考える。なお、いわゆる市場化テスト法案では、

受託した民間の従事者は「みなし公務員」（委託した業務に従事する者を公

務員とみなし、刑法等の罰則を適用すること。）となることとされており、

同法の手続にしたがって民間委託された場合の従事者については、同法に
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託先の職員等を当該委託業務に限りみなし公務員とすることが問題ない

のか等、他の法律との関係にも留意が必要であり、更に慎重な検討が必要

である。 

 

ウ その他、民間委託の適切な実施を確保する観点からは、統計法で具体的

に規定する統計調査員（第 12 条）や実地調査権（第 13 条）を民間の受託

者等に認めるべきかどうか、また、統計法及び統計法施行令（昭和 24 年政

令第 130 号）により法定受託事務とされている指定統計調査の事務を地方

公共団体が民間委託することについてはどうか、という点についても検討

を行う必要がある。 

 

(2) 実地調査権 

（略） 

 

(3) 統計調査員 

指定統計調査は、調査対象が膨大なものが多く、常勤の公務員だけでは

対応が不可能な場合が多いことから、調査票の確実な配布・取集を行い、

正確な申告を確保し、統計の真実性の確保に資するため、統計調査員を活

用するものが多い。この統計調査員について、非常勤の公務員としての守

秘義務を課し、その違反に罰則を科すとともに、実地調査権を付与する必

要があることから、その法律上の設置根拠として統計法第 12 条が規定され

ている。 

受託者においても、調査票の確実な配布・取集等のため、統計調査員を

活用する必要が生じる場合が考えられるが、その設置の根拠規定がなくと

も、受託した業務の遂行に必要な従業員等を契約により調査員として自由

に雇用でき、それらの者には統計法第 14 条の守秘義務が適用され、その違

反に対する罰則についても上記３(2)イのとおり措置することとし、また、

上記４(2)のとおり実地調査権の付与を行わないとすれば、受託者に係る統

計調査員の規定を新たに設ける必要はないと考える。 

 

 

 

 

 

(4) 法定受託事務の民間委託 

 政府の行う指定統計調査に関する事務の一部は、統計法及び同法施行令

等により第一号法定受託事務とされているが、受託している地方公共団体

の判断によりこれらの事務を包括的に民間委託することが可能であるかと

よりいわゆるみなし公務員規定が適用されることになっている。 

 

 

 

  （削除） 

 

 

 

 

 

 

(3) 実地調査権 

（略） 

 

(4) 統計調査員 

指定統計調査は、調査対象が膨大なものが多く、常勤の公務員だけでは

対応が不可能な場合が多いことから、調査票の確実な配布・取集を行い、

正確な申告を確保し、統計の真実性の確保に資するため、統計調査員を活

用するものが多い。この統計調査員について、非常勤の公務員としての守

秘義務を課し、その違反に罰則を科すとともに、実地調査権を付与する必

要があることから、その法律上の設置根拠として統計法第 12 条が規定され

ている。 

受託者においても、調査票の確実な配布・取集等のため、統計調査員を活

用する必要が生じる場合が考えられるが、その設置の根拠規定がなくとも、

受託した業務の遂行に必要な従業員等を契約により調査員として自由に雇

用でき、それらの者には統計法第 14 条の守秘義務が適用され、その違反に

対する罰則についても上記３(2)イのとおり措置することとし、また、上記

４(2)のとおり実地調査権の付与を行わないとすれば、受託者に係る統計調

査員の規定を新たに設ける必要はないと考える。ただし、統計調査を取り巻

く環境の変化により実査業務が難しくなっている現状を踏まえると、実際に

調査員を活用する際には、都道府県等が統計調査員を選任、任命する際に通

常求めている資質等と同等の資質等を基準に調査員が確保されるよう、適切

な措置を講じることが必要と考える。 

 

(5) 法定受託事務の民間委託 

 政府の行う指定統計調査に関する事務の一部は、統計法及び同法施行令

等により第一号法定受託事務とされている。これまで、指定統計調査に関

する事務を地方公共団体が包括的に民間委託した例はないが、今後、市場
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いう問題がある。第一号法定受託事務は、地方公共団体の事務ではあるが、

国が本来果たす役割に係るものであって、国においてその適正な処理を特

に確保する必要があるものとして、法律又は政令に定められている事務で

ある（地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第２条第９項第１号）。 

指定統計調査において法定受託事務を定めているのは、当該指定統計調

査を適切に実施する方法として、国及び地方公共団体という行政機関がそ

れぞれ自らの役割として実施することが適当であると判断されたためと考

えられ、また、各指定統計調査の実施方法等は、統計審議会の意見を聴き、

総務大臣が承認した上で、調査規則等に基づいて適正な処理がなされるよ

う措置されている。 

このような趣旨を踏まえると、地方公共団体が自らの判断により、指定

統計調査の事務を包括的に民間委託することについては、困難ではないか

と考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化テスト法の施行等一層民間委託が進められる状況の中でそのような動き

が出てくることも考えられるため、指定統計調査の事務を地方公共団体が

包括的に民間委託することが可能であるかという問題について検討する必

要がある。 

第一号法定受託事務は、国が本来果たす役割に係るものであって、国に

おいてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして、法律又は政

令に定められている事務であるが（地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）

第２条第９項第１号）、自治事務と同じく地方公共団体の事務であるので、

地方自治法上は、指定統計調査に関する事務であっても、法令上民間委託

が明示的に禁止されていない限り、地方公共団体自らの判断により民間委

託を行うことは可能となっている。 

しかしながら、指定統計調査において法定受託事務を定めているのは、

当該指定統計調査を適切に実施する方法として、国及び地方公共団体とい

う行政機関がそれぞれ自らの役割として実施することが適当であると判断

されたためと考えられ、また、各指定統計調査の実施方法等は、統計審議

会の意見を聴き、総務大臣が承認した上で、調査規則等に基づいて適正な

処理がなされるよう措置されている。 

このような趣旨を踏まえると、単に地方公共団体が自らの判断のみによ

り、指定統計調査の事務を包括的に民間委託した場合、それが調査実施者

が統計法第７条等の規定に基づき総務大臣に申請し承認を得た調査方法に

明らかに反することとなれば、統計法に抵触するものと考えられる。 

このため、調査実施者が、統計の正確性の確保等の観点から、地方公共

団体が包括的に民間委託を行うことが可能と判断したものについては、包

括的民間委託に当たり地方公共団体が講ずべき措置等について定めた調査

の計画案を作成した上で、当該計画案について統計法第７条等の規定に基

づき統計審議会の審議を経て総務大臣の承認を受けることが必要と考え

る。 

また、調査実施者は、指定統計調査に係る法定受託事務の適正な執行を

確保する観点から、地方公共団体が包括的民間委託を実施する場合の留意

事項などを地方自治法第 245 条の９の規定に基づく法定受託事務の処理基

準等として、地方公共団体に明示することが適当であると考える。 

なお、法定受託事務の処理基準等において、どのような内容を定めるか

については、調査の規模や内容等に応じて異なり得るものと思われるが、

「規制改革・民間開放推進３か年計画（再改定）」に基づき総務省統計局に

おいて実施される試験調査等の結果等を踏まえつつ、具体的な検討を行う

ことが適当と考える。 
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Ⅲ 統計データの二次的利用の促進について 

 １ 統計データの二次的利用の促進の必要性 

昭和 22 年の統計法制定以降、国の行政機関や地方公共団体（以下「行政機関

等」という。）が実施する統計調査は、基本的に、調査実施者である各行政機関

等自らが各種の行政施策を講ずるに当たり、必要となる基礎資料を得ることを

主な目的として実施されてきた。指定統計調査の結果については、統計法の規

定により公表が義務付けられており、公表の早期化、提供形態の多様化等、国

民の利用に資するための様々な取組も行われてきている。一方、統計調査によ

って集められた調査票は、秘密の保護等の調査対象者の利益の保護の考え方と

相俟って、基本的には、調査実施者における行政施策のための基礎資料として

の統計の作成のみに用いられることが前提とされてきた。調査実施者以外の行

政機関が行政上の必要から別の集計を行う場合等、それ以外に必要な場合につ

いては、例外的な措置として、統計法第 15 条第２項に基づく指定統計調査の調

査票の目的外使用という形で調査票が使用され、統計の作成等が行われてきた。

統計目的の使用の基礎となる調査票 やその調査票を加工して作成されるデ

ータ等（以下「統計データ」という。）を調査実施者による指定統計作成以外の

目的に使用すること、いわゆる統計データの二次的利用の促進については以前

から指摘をされてきているが、特に近年、社会の統計に対するニーズの多様化

や、情報通信技術の発展等に伴い、調査実施者たる行政機関等以外でも統計デ

ータを活用できる環境も整いつつあることを受け、新たな統計データの利用形

態として調査票に匿名化のための加工を施す匿名標本データに関する技術的な

研究等、統計データの利用促進のための取組が行われてきた。 

こうした取組を踏まえ、「統計行政の新たな展開方向」、「政府統計の構造改革

に向けて」平成 17 年６月 10 日内閣府経済社会統計整備推進委員会報告書）等

において、統計データの利用に関する制度的な検討が求められている。 

秘密の保護や調査対象者の信頼確保等、これまで統計法制度において保護し

てきた諸価値の重要性については今日も全く変わるところはなく、むしろ、近

年の個人情報保護法制の施行等に伴い、その重要性は一層高まってきている。

その一方、統計データも含め、政府が作成する統計は国民の資源を投入して収

集、作成されるものであり、国民の共有の財産として、幅広く用いられるべき

ものであることが強く意識されていることから、調査実施者における行政施策

のための基礎資料の作成以外の目的のためにも、統計データの有効活用を図る

ことができる仕組みを構築する必要がある。 

当研究会では、これまでの各種提言等や今日の社会情勢等を踏まえ、秘密の

保護や調査対象者の信頼確保等、統計法制度が保護すべき価値に十分配慮をし

つつ、統計データの利用の促進に対応した統計法制度について検討を行った。

なお、当報告書は、統計データを検討対象としたものであり、その他、行政
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機関等が収集、保有している各種の行政記録一般の統計目的への活用等につい

ては、内閣府の「統計制度改革検討委員会」（委員長：吉川洋東京大学大学院

経済学研究科教授）における検討状況を踏まえ、必要に応じ検討を行うものと

する。 

 

 

 ２ 現行統計法に基づく調査票の利用 

  （略） 

 

 ３ 指定統計調査の統計データ使用の法制的な取扱い 

  (1) 統計目的の使用と統計目的以外の使用の区分 

   （略） 

  (2) 統計目的の統計データの使用 

   ア 法制上の位置付け 

２で見たように、現在の統計法第 15 条第１項の規定の解釈によれば、指

定統計を作成するために集められた調査票を「統計上の目的」、すなわちあ

らかじめ総務大臣の承認を受けた集計事項（指定統計）の作成の目的以外

に調査票を使用することは禁止されている。したがって、統計法第７条の

規定に基づく総務大臣による「集計事項」の承認は、作成される指定統計

の範囲を確定させるとともに、調査実施者自身も含め、当該指定統計の作

成以外を目的とする調査票の使用を原則として禁止し、調査票の使用の範

囲を画する効果を有していた。 

しかしながら、①統計調査によって集められる統計データは国民の資源

を投入して収集・作成されたものであり、できる限り有効活用することが

求められていること、②行政機関等においてこれまで統計法第 15 条第２項

の規定に基づく調査票の統計目的の使用が相当程度行われていること、ま

た、③調査実施者においても、調査実施時に多くの調査票様式の中で「こ

の調査票は統計以外の目的には使用しませんからありのままを記入してく

ださい。」等の文言を記載し、結果として調査票を広く統計目的に使用する

旨の周知が調査対象者に行われてきていること等にかんがみれば、統計法

第７条で承認された当該指定統計の作成以外を目的とする場合であって

も、調査票の使用が認められる場合をあらかじめ法令上規定することによ

り、当該指定統計の作成以外でも、統計データについては、そもそも統計

目的での使用ができることを明確にすることによって、統計データの利用

の促進を図ることが適当である。 

また、現在の統計目的の調査票の目的外使用の承認に関しては、２で見

たように、既に基準が定着し、審査も定型的に行われているのが実情とな

っており、そうした中にあって、調査票の使用について、個別に総務大臣

政機関等が収集、保有している各種の行政記録一般の統計目的への活用等につ

いては、内閣府の「統計制度改革検討委員会」（委員長：吉川洋東京大学大学院

経済学研究科教授）において検討が行われており、統計データの利用に関する

統計法制度の立案に当たっては、同委員会の検討結果についても留意する必要

がある。 

 

２ 現行統計法に基づく調査票の利用 

  （略） 

 

３ 指定統計調査の統計データ使用の法制的な取扱い 

  (1) 統計目的の使用と統計目的以外の使用の区分 

   （略） 

  (2) 統計目的の統計データの使用 

   ア 法制上の位置付け 

２で見たように、現在の統計法第 15 条第１項の規定の解釈によれば、指

定統計を作成するために集められた調査票を「統計上の目的」、すなわちあ

らかじめ総務大臣の承認を受けた集計事項（指定統計）の作成の目的以外

に調査票を使用することは禁止されている。したがって、統計法第７条の

規定に基づく総務大臣による「集計事項」の承認は、作成される指定統計

の範囲を確定させるとともに、調査実施者自身も含め、当該指定統計の作

成以外を目的とする調査票の使用を原則として禁止し、調査票の使用の範

囲を画する効果を有していた。 

しかしながら、①統計調査によって集められる統計データは国民の資源

を投入して収集・作成されたものであり、できる限り有効活用することが

求められていること、②行政機関等においてこれまで統計法第 15 条第２項

の規定に基づく調査票の統計目的の使用が相当程度行われていること、ま

た、③調査実施者においても、調査実施時に多くの調査票様式の中で「こ

の調査票は統計以外の目的には使用しませんからありのままを記入してく

ださい。」等の文言を記載し、結果として調査票を広く統計目的に使用する

旨の周知が調査対象者に行われてきていること等にかんがみれば、統計法

第７条で承認された当該指定統計の作成以外を目的とする場合であって

も、調査票の使用が認められる場合をあらかじめ法令上規定することによ

り、当該指定統計の作成以外でも、統計データについては、そもそも統計

目的での使用ができることを明確にすることによって、統計データの利用

の促進を図ることが適当である。 

また、現在の統計目的の調査票の目的外使用の承認に関しては、２で見

たように、既に基準が定着し、審査も定型的に行われているのが実情とな

っており、そうした中にあって、調査票の使用について、個別に総務大臣
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に申請し、総務大臣が個別に承認する取扱いは必要な範囲を超えた過重な

手続となっているとも考えられ、総務大臣において一元的に調査票の使用

について承認を行う必要性は、他の法令との比較においても乏しくなって

おり、統計データの利用の促進のためには、調査票の使用手続の簡素化を

図る必要がある。 

以上を踏まえ、当該指定統計の作成以外の統計目的の調査票の使用の判

断については各調査実施者に委ねるとともに、各調査実施者において適正

な判断が行われるよう、指定統計以外の特別集計並びに今回新たに制度化

するオーダーメード集計の実施及び匿名標本データの作成・提供等の統計

データの使用形態に応じ、これまでの目的外事務処理要領に基づく運用等

も踏まえ、統計データ使用の判断基準や留意事項等を法令上規定すること

が適当である。 

なお、統計データの使用について、調査実施者において適正な運用が行

われるよう、統計目的の統計データの使用の状況について、オーダーメー

ド集計の実施や匿名標本データの作成・提供も含め、総務大臣は、各調査

実施者に対して定期的に報告を求めることが必要である。この際、調査実

施者が消極的な対応をとることによって統計データの利用が過度に阻害さ

れることのないよう統計データの使用を認めなかった場合についても、総

務大臣は各調査実施者に対して報告を求めることが適当である。また、必

要がある場合には、総務大臣は、統計法第 16 条の２の規定等に基づき、各

調査実施者に対し資料の提出や説明を求めることとすべきである。 

 

 

 

 

イ 統計データの使用形態別の取扱い 

 (ｲ) オーダーメード集計の実施 

① 依頼者の範囲 

オーダーメード集計は、前述のように、依頼者のオーダーを受け、調

査実施者等において調査票を使用し、集計を行うものであり、依頼者自

身は調査票を使用することはなく、秘密の保護は確実であると言える。

したがって、現在の目的外事務処理要領に規定する高度な公益性の基準

を満たさないために(ｱ)による調査票の使用が認められない民間の研究

機関等に所属する者等の独自の集計ニーズに応えるために調査票を用

いることとしても、調査対象者の信頼を損なうことにはならず、依頼者

の範囲は、(ｱ)の場合の調査票の使用者の範囲よりも広く認めることが

できると考える。 

一方、オーダーメード集計は、特定の者に提供する特定の役務であり、

に申請し、総務大臣が個別に承認する取扱いは必要な範囲を超えた過重な

手続となっているとも考えられ、総務大臣において一元的に調査票の使用

について承認を行う必要性は、他の法令との比較においても乏しくなって

おり、統計データの利用の促進のためには、調査票の使用手続の簡素化を

図る必要がある。 

以上を踏まえ、当該指定統計の作成以外の統計目的の調査票の使用の判

断については各調査実施者に委ねるとともに、各調査実施者において適正

な判断が行われるよう、指定統計以外の特別集計並びに今回新たに制度化

するオーダーメード集計の実施及び匿名標本データの作成・提供等の統計

データの使用形態に応じ、これまでの目的外事務処理要領に基づく運用等

も踏まえ、統計データ使用の判断基準や留意事項等を法令上規定すること

が適当である。 

なお、統計データの使用の判断に当たっては、申し出を拒む場合の理由

の提示等、公正・公平かつ利用者の便宜にも配慮した適切な対応をとるこ

とが適当であり、そのためのガイドラインの作成等について検討すること

が必要である。また、調査実施者において適正な運用が行われるよう、統

計目的の統計データの使用の状況について、オーダーメード集計の実施や

匿名標本データの作成・提供も含め、総務大臣は、各調査実施者に対して

定期的に報告を求めることが必要である。この際、調査実施者が消極的な

対応をとることによって統計データの利用が過度に阻害されることのな

いよう統計データの使用を認めなかった場合についても、総務大臣は各調

査実施者に対して報告を求めることが適当である。また、必要がある場合

には、総務大臣は、統計法第 16 条の２の規定等に基づき、各調査実施者

に対し資料の提出や説明を求めることとすべきである。 

 

イ 統計データの使用形態別の取扱い 

 (ｲ) オーダーメード集計の実施 

① 依頼者の範囲 

(ⅰ) 依頼者の範囲 

オーダーメード集計は、前述のように、依頼者のオーダーを受

け、調査実施者等において調査票を使用し、集計を行うものであ

り、依頼者自身は調査票を使用することはなく、秘密の保護は確

実であると言える。したがって、現在の目的外事務処理要領に規

定する高度な公益性の基準を満たさないために(ｱ)による調査票

の使用が認められない民間の研究機関等に所属する者等の独自

の集計ニーズに応えるために調査票を用いることとしても、調査

対象者の信頼を損なうことにはならず、依頼者の範囲は、(ｱ)の

場合の調査票の使用者の範囲よりも広く認めることができると
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その実施には相当程度の事務作業を伴い、国民の共有の財産である行政

資源を費やすことになるものである。また、利用目的を問わずにオーダ

ーに応じることとした場合には、調査対象者にいたずらに不安を与える

おそれもあり、統計調査に対する調査対象者の信頼を損ね、ひいては統

計の真実性の確保に支障を来すことも考えられる。したがって、集計の

オーダーの目的を無制限とすることは適当ではなく、学術研究目的や教

育目的等一定程度の公益性が認められる場合に限って、オーダーを認め

るようにすべきと考える。 

なお、この場合の学術研究目的の範囲については、少なくとも何らか

の社会に対する貢献が必要であり、学術論文等の形で研究の成果等が社

会に対して公表されることが望ましく、例えば、特定の顧客に対しての

み提供するレポート作成の基礎資料とすることを目的とする場合等、そ

れが認められないものについては、学術研究目的に該当しないものと理

解することが適当である。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ③ 集計業務の委託 

集計業務の効率的な実施及び調査実施者の事務負担の軽減等の観

考える。 
一方、オーダーメード集計は、特定の者に提供する特定の役務

であり、その実施には相当程度の事務作業を伴い、国民の共有の

財産である行政資源を費やすことになるものである。また、利用

目的を問わずにオーダーに応じることとした場合には、調査対象

者にいたずらに不安を与えるおそれもあり、統計調査に対する調

査対象者の信頼を損ね、ひいては統計の真実性の確保に支障を来

すことも考えられる。したがって、集計のオーダーの目的を無制

限とすることは適当ではなく、学術研究目的や教育目的等一定程

度の公益性が認められる場合に限って、オーダーを認めるように

すべきと考える。 
 

(ⅱ) 学術研究目的の範囲 

この場合の学術研究目的の範囲については、一定の公益性を求

める観点からは、オーダーメード集計に応じることにより、少な

くとも社会に対する何らかの貢献が見られることが必要であり、

学術論文等の形で研究の成果等が公表され、社会に還元されるこ

とが望ましい。 
典型的には大学や研究所などの学術を目的として活動する機

関の構成員がデータを使用した研究を行う場合などが想定され

る。大学院生・大学生などの学生の研究についても学術研究目的

から除外する必要はないと考えられるが、学術研究目的に該当す

るか否かの判断のための参考資料として、例えば指導教授からの

推薦状を求める等、運用上の工夫について検討する必要がある。 
その他、例えば営利企業が企業活動の一環として、当該データ

を使用した研究・分析を行う場合についても、統計データの利用

の成果が還元され、社会に対する貢献が認められる場合であれ

ば、学術研究目的に該当するものと理解することもできるものと

考えられるが、単なる内部の業務上の資料として使用する場合、

特定の顧客に対するレポート作成の基礎資料とする場合等、当該

研究の成果が社会に還元されるとは認めがたいものについては、

学術研究目的に含めて理解することは難しいと考える。 

なお、このような取扱いとする場合、実務的には申し出時に統

計データを利用して行う学術研究の成果の取扱いについて審査

し、個別に判断を行うことになると考えられる。 

 

     ③ 集計業務の委託 

集計業務の効率的な実施及び調査実施者の事務負担の軽減等の観
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点からは、オーダーメード集計を独立行政法人、公益法人等の他の機

関に委託して実施することが考えられ、必要に応じ、統計法上の規定

の整備を行うことが適当である。その場合、統計調査の民間委託の場

合と同様、統計調査によって収集した国民・企業等の情報を適切に保

護し、統計調査に対する国民・企業等の信頼・安心を確保するため、

当該受託機関の職員等に秘密の保護や調査票等の適正管理等の義務

並びに秘密の漏洩及び窃用に対する罰則を適用し得るよう、あわせて

規定の整備を行うことが必要である。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ その他 

オーダーメード集計は、特定の依頼者のオーダーに応じて統計を作

成する行為であり、公平性の観点から、事務作業量に応じた応分の手

数料を徴収できるようにすべきである。オーダーメード集計を制度と

して導入するに当たっては、手数料を徴収する事務の範囲を明確にす

る観点も含め、調査実施者が調査票の使用を判断する基準として、オ

ーダーメード集計の実施について法令上明確に規定しておく必要が

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点からは、オーダーメード集計を他の機関に委託して実施することが

考えられる。ただし、行政機関等から受託したオーダーメード集計の

業務を実施する場合には、当該受託機関は、個人や企業の秘密に属す

る事項等が記載され、個々の申告内容が明らかになる調査票を使用す

ることになり、また、当該調査票等を相当程度長期間かつ継続して保

有することになると考えられることから、統計調査によって収集した

国民・企業等の情報を適切に保護し、統計調査に対する国民・企業等

の信頼・安心を確保するためには、調査票の厳格な管理を行う能力を

有することが求められる。このため、受託した業務の遂行に必要とな

る知識や能力、施設や設備、秘密の保護のための措置等について、法

令又はガイドライン等に基準を定めることについて検討を行う必要

がある。また、当該受託機関の職員等に秘密の保護や調査票等の適正

管理等の義務並びに秘密の漏洩及び窃用に対する罰則を適用し得る

よう、規定の整備を行うことが必要である。なお、受託機関について

は、独立行政法人、公益法人の他、諸外国の例を踏まえれば大学等も

想定され得ると考える。 

 

     ④ その他 

オーダーメード集計は、特定の依頼者のオーダーに応じて統計を作

成する行為であり、公平性の観点から、事務作業量に応じた応分の手

数料を徴収できるようにすべきである。オーダーメード集計を制度と

して導入するに当たっては、手数料を徴収する事務の範囲を明確にす

る観点も含め、調査実施者が調査票の使用を判断する基準として、オ

ーダーメード集計の実施について法令上明確に規定しておく必要が

ある。 

また、オーダーメード集計として行う業務の範囲については、依頼

者の学術研究の目的に資する観点からは、単純な調査票の集計作業の

みではなく、回帰分析等調査票個票を参照しつつ行う必要がある分析

に係る業務等についてもあわせて行い得るようにすることが適当で

ある。ただし、当該分析結果は最終的に個体が識別できない形で利用

されるものでなければならないことは当然であり、また、分析等の業

務を行うためには、単純な集計業務のみを行う場合と比べて、極めて

高度な知識・経験や、多大な労力を伴う作業が必要となる場合等もあ

ると考えられることから、あくまで付加的に行い得る業務と位置付け

ておけば足り、当面は努力義務の対象とする必要もないものと考えら

れる。 

その他、今後、オーダーメード集計の利用が定着してきた場合には、

より複雑かつ高度なオーダー、例えば複数の調査にまたがるリンケー
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中間とりまとめ 報告書案（修正後） 

 

 

 

 

 

 

(ｳ) 匿名標本データの作成・提供 

① 匿名標本データの概念 

 （略） 

② データの提供を受ける者の範囲 

このように匿名化のための措置が講じられたデータであれば、(ｱ)

による調査票の使用が認められない民間の研究機関等に所属する者

等に対して提供することとしても調査対象者の信頼を損なうことに

はならず、匿名標本データの提供を受けることができる者の範囲は、

オーダーメード集計の場合と同様に考えることが適当である。 
また、匿名標本データの提供を受ける者からは、公平性の観点から、

調査実施者の事務作業量に応じた応分の手数料を徴収できるように

すべきであり、手数料を徴収する事務の範囲を明確にする観点も含

め、調査実施者による統計データの取扱いの判断基準として、匿名標

本データの作成・提供について、法令上明確に規定しておく必要があ

ると考える。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジ集計のオーダーが出てくることも考えられるが、そのようなオーダ

ーに対する本格的な対応については、今後の統計データアーカイブ機

能の創設に関する議論等も踏まえつつ、統計整備に関する「司令塔」

機能を担う組織で対応することも含め、引き続き検討を行うことが適

当である。 

 

(ｳ) 匿名標本データの作成・提供 

① 匿名標本データの概念 

 （略） 

② データの提供を受ける者の範囲 

このように匿名化のための措置が講じられたデータであれば、(ｱ)

による調査票の使用が認められない民間の研究機関等に所属する者

等に対して提供することとしても調査対象者の信頼を損なうことに

はならず、オーダーメード集計の場合と同様、学術研究目的や教育目

的等、一定程度の公益性が認められる場合に匿名標本データの利用を

認めることが適当である。学術研究目的の範囲については、オーダー

メード集計における学術研究目的と基本的に同様に理解することが

適当である。ただし、匿名標本データは、匿名化のための措置が施さ

れているものではあっても、個票ベースで提供されるものであり、提

供されたデータの管理体制等について十分な確認が必要であり、例え

ば大学院生や大学生などの学生がそのようなデータの適正な管理の

主体たり得るかについては、慎重な検討が必要である。 

その他、一定程度の公益性が認められるものとして、教育目的の利

用が考えられ、大学等における実習の場において、匿名標本データの

利用を認めることにより学生の統計データを利用した分析等に関す

る習熟度を高める場合、指導教員等の指導に基づき、講義・演習等の

一環として、匿名標本データを用いた分析を行う場合等が想定され

る。この場合、利用の申し出を行うのは学生の指導に当たる教員等で

あり、実際にデータを使用することとなる学生は、当該教員等による

厳格な管理の下、副次的にデータを利用することが可能となると理解

することが適当である。 

なお、教育目的の統計データの利用が認められる教育機関の範囲に

ついては、個票ベースの統計データの再集計の実施という作業のため

には高度な知識・経験・技術が求められるものであること、匿名標本

データは個体識別性を無くしたものであるとは言え、個票ベースで提

供されるものであり、調査対象者の信頼に十分配慮する必要があるこ

と等を踏まえ、大学院、大学や高等専門学校等の高等教育機関におけ

る教育の一環としての使用に限ることが適当である。 
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(3) 統計目的以外の調査票の使用 

統計法第 15 条第２項の規定に基づく指定統計調査の調査票の目的外使用
の承認の基準等を定める目的外事務処理要領では、現在、調査票の使用が承

認され得る調査票の使用目的として、統計調査の調査対象名簿以外の名簿の

また、匿名標本データの提供を受ける者からは、公平性の観点から、

調査実施者の事務作業量に応じた応分の手数料を徴収できるように

すべきであり、手数料を徴収する事務の範囲を明確にする観点も含

め、調査実施者による統計データの取扱いの判断基準として、匿名標

本データの作成・提供について、法令上明確に規定しておく必要があ

ると考える。 
 

(ｴ) インサイト利用等 

上記のオーダーメード集計の実施、匿名標本データの作成・提供の他、

諸外国では、調査票の使用を庁舎内に限定することにより、研究目的等

の調査票の使用を認める仕組み（いわゆる「インサイト利用」）等が見

られる。 

(ｱ)のとおり、従来の統計法第 15 条第２項に基づく調査票の目的外使

用制度に相当する調査票の使用形態は、調査実施者に判断を委ねること

により手続の簡素化を図るものの、引き続きこれまでの基準を維持する

こととしている。すなわち、調査実施者が調査票の使用を希望する者の

使用目的に高度な公益性があると認める場合には調査票を使用させる

ことも可能であり、例えば条件を付して使用を認め、調査票の使用形態

を限定することにより、調査実施者の判断で、調査票の使用者の範囲に

ついてはある程度柔軟に対応することもできる。従来は高度な公益性の

有無は、行政機関等との共同研究であるか、行政機関等から委託又は補

助を受けた研究であるかといった形式面から判断される場合がほとん

どであったが、今後は、必要に応じて、調査実施者において適切に判断

を行っていくことが望ましい。 

したがって、オーダーメード集計、匿名標本データの作成・提供以外

の統計データの利用形態については、当面はガイドラインの作成等によ

り対応することとし、今後の統計データの利用に関する技術の開発、利

用のニーズ等を踏まえつつ、制度化について検討を行うことが適当であ

る。 

 

(ｵ) 統計調査名簿作成目的の調査票の使用 

 Ｐ 

（第 13 回研究会の議論を踏まえて記述） 

 

(3) 統計目的以外の調査票の使用 

統計法第 15 条第２項の規定に基づく指定統計調査の調査票の目的外使用
の承認の基準等を定める目的外事務処理要領では、現在、調査票の使用が承

認され得る調査票の使用目的として、統計調査の調査対象名簿以外の名簿の
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作成（名簿作成）、個々の調査票の申告内容について統計的加工を行うこと

なくそのまま研究分析に用いること（事例研究）及び統計法違反事件の処理

を規定しており、調査票を統計以外の目的に使用することも否定はしていな

いが、近年このような調査票の使用実績はない。統計目的以外の使用につい

ては、結果的に個体が識別される形で調査票が使用され得るものであること

から、使用の形態や使用者の範囲の拡大を認めることは適当ではない。 
また、行政機関個人情報保護法第８条第２項第２号において、行政機関に

よる個人情報の利用目的以外の利用が認められる場合として、「行政機関が

法令の定める所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用す

る場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由があ

るとき。」と規定されており、単に行政上の必要性が認められるだけでは足

りず、さらに「相当な理由があるとき」との要件を付加している事例等を参

考とすれば、行政機関等の職員による行政目的の使用であれば調査票の使用

が承認されうる現在の規定よりも限定し、例えば、統計法違反事件処理の場

合の他は、単に行政上の必要性が認められるだけではなく、特別の必要性が

認められる場合に限って、調査票の使用を認めることが適当である。 
また、統計目的以外の調査票の使用については、あくまで特例的な調査票

の使用として特に慎重に取り扱う必要があり、引き続き、総務大臣の承認を

求める仕組みとすることが適当である。 

 

 

 

 

４ 利用目的の明示等 

  （略） 

 

５ 統計データの利用に当たり必要となる秘密の保護等の措置 

(1) 統計データの利用者に係る規定 

 （略） 

 

(2) 秘密の保護 

統計法第 14 条に規定する秘密の保護については、「指定統計調査（中略）

の結果知られた人、法人又はその他の団体の秘密に属する事項については、

その秘密は、保護されなければならない。」と、義務の主体を限定しない規

定となっており、調査実施者のみならず、その他指定統計作成の目的以外で

統計データを使用する者も適用を受けることから、現在の規定により、既に

必要な法制上の措置は講じられている。 

 

作成（名簿作成）、個々の調査票の申告内容について統計的加工を行うこと

なくそのまま研究分析に用いること（事例研究）及び統計法違反事件の処理

を規定しており、調査票を統計以外の目的に使用することも否定はしていな

いが、近年このような調査票の使用実績はない。統計目的以外の使用につい

ては、結果的に個体が識別される形で調査票が使用され得るものであること

から、使用の形態や使用者の範囲の拡大を認めることは適当ではない。 
また、行政機関個人情報保護法第８条第２項第２号において、行政機関に

よる個人情報の利用目的以外の利用が認められる場合として、「行政機関が

法令の定める所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用す

る場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由があ

るとき。」と規定されており、単に行政上の必要性が認められるだけでは足

りず、さらに「相当な理由があるとき」との要件を付加している。こうした

事例等を参考とすれば、行政機関等の職員による行政目的の使用であれば調

査票の使用が承認されうる現在の取扱いよりも限定し、例えば、統計の真実

性の確保という統計法の目的の実現に必要となる統計法違反事件処理の場

合の他は、従来の「名簿作成」や「事例研究」に該当するような場合につい

ても原則として認めないものとし、調査票を使用することが真にやむを得な

いと認められる特別の必要性がある場合に限って、特例的に調査票の使用を

認めることとすることが適当である。 

また、統計目的以外の調査票の使用については、特例的な使用として特に

慎重に取り扱う必要があり、引き続き、総務大臣の承認を求める仕組みとす

ることが適当である。 

 

 ４ 利用目的の明示等 

  （略） 

 

５ 統計データの利用に当たり必要となる秘密の保護等の措置 

(1) 統計データの利用者に係る規定 

 （略） 

 

(2) 秘密の保護 

統計法第 14 条に規定する秘密の保護については、「指定統計調査（中略）

の結果知られた人、法人又はその他の団体の秘密に属する事項については、

その秘密は、保護されなければならない。」と、義務の主体を限定しない規

定となっており、調査実施者のみならず、その他指定統計作成の目的以外で

統計データを使用する者も適用を受けることから、現在の規定により、既に

必要な法制上の措置は講じられている。なお、Ⅱで述べたように、条文の対

象範囲の明確化等の規定の仕方については、罰則規定等他の条文の規定も含
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(3) 調査票等の適正管理義務 

 （略） 

 

(4) 秘密漏洩等に対する罰則 

 （略） 

 

 ６ 統計データアーカイブ 

  （略） 

 

 ７ 届出統計調査及び承認統計調査について 

  （略） 

 

 

めた全体の整理の中で、必要に応じて検討することが適当である。 

 

(3) 調査票等の適正管理義務 

 （略） 

 

(4) 秘密漏洩等に対する罰則 

 （略） 

 

 ６ 統計データアーカイブ 

  （略） 

 

 ７ 届出統計調査及び承認統計調査について 

  （略） 

 

 

 

 



 1

Ⅱ 統計調査の民間委託の推進について 

１ 民間委託の現状 

行政機関が行う統計調査については、従来から、その企画立案から集計公

表、その後の保管等一連の業務を行政機関が行うことを基本としつつも、部

分的には外部に委託して行われていた。しかし、行政改革が進展する中で、

行政として必要な業務であっても当該業務を行政機関自らが行う必要性に乏

しく、民間に委託した方が効率的である事務・事業については民間委託を進

めることが方針とされ、統計調査もその対象とされてきた。 

近年では、「国の行政組織等の減量・効率化等に関する基本的計画」におい

て、統計事務（集計、データベース作成・提供、実査等）については、包括

的民間委託を含め、民間委託を進めることとされている。 

その推進状況を見ると平成16年度末では、指定統計調査56調査中40調査、

届出統計調査及び承認統計調査 359 調査中 268 調査において、それぞれ何ら

かの業務の民間委託が実施され（合計すると全体で 415 調査中 308 調査と７

割超の統計調査で民間委託が実施されている。）ており、民間委託が進展して

いる状況が伺える。 

また、民間委託を適切に実施していく上で必要となる調査対象者の信頼確

保を図る観点から、「統計行政の新たな展開方向」に基づき、民間委託を実施

するに当たって各府省等が講ずべき措置が「統計調査の民間委託に係るガイ

ドライン」（平成 17 年３月 31 日各府省統計主管課長等会議申合せ）として取

りまとめられ、今後はこれを踏まえて包括的民間委託を含め一層の民間委託

を推進することとされている。 

さらに、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律案」（いわゆ

る市場化テスト法案）が国会に提出され、「規制改革・民間開放推進３か年計

画（再改定）」（平成 18 年３月 31 日閣議決定）において、統計の正確性・信

頼性の確保、報告者の秘密保護を前提として、試験調査等の結果を踏まえて、

指定統計調査の市場化テスト・民間開放の実施に向けて取組を進めることと

されるなど、一層の民間委託が求められている状況にある。 

 

２ 民間委託に関する法的措置の検討の必要性 

(1) 上記１のとおり、統計調査の民間委託については、一定の進展が見られ

るものの、今後、統計調査の包括的な民間委託を含め一層の推進が求めら

れている状況にある。 

国の行政機関が実施する統計調査は、多数の個人・事業所等を対象に、

個人情報や、経営状況等の法人等情報を収集する活動であり、特に指定統

計調査は、調査対象者に申告義務を課して収集する調査である（任意申告

資料１－②

（参考）「中間とりまとめ」の修正案による全体版 
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である届出統計調査や承認統計調査についても、国の調査であるというこ

とが調査対象者に相応の心理的な負担感、義務感を民間の統計調査以上に

与えていると考えられる。）ことから、その情報の漏洩等を防止し、情報の

適切な管理の徹底を図ることにより、統計調査に対する国民の信頼確保に

万全を期しつつ民間委託の推進を図ることが重要である。 

 

(2) 特に、個人情報の取扱いについては、平成 17 年４月から、個人情報の

不適正な取扱いによる個人の権利利益の侵害を未然に防止するため、国の

行政機関や民間事業者等が個人情報の取扱いに当たって守るべきルールを

定めた個人情報保護法制が施行されたことにより、従来に増して一層慎重

な対応が求められている状況にある。しかし、同法制の施行後においても、

個人情報の漏洩事件は多発し、国民の個人情報の取扱いに対する不安は高

まってきている。このように国民の個人情報保護に対する意識が一層高ま

っていることからすると、統計調査によって集められる情報の取扱いにつ

いても、調査対象者の不安が強まる恐れがあり、統計調査の円滑な実施に

具体的な支障が生じることが懸念される状況となっている。 

 

(3) 統計調査により集められる個人情報については、集計後は統計処理され

ることにより、個人を識別できない形で利用、提供されること、統計上の

目的以外での使用が厳しく制限されていること等を理由に行政機関の保有

する個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 58 号）（以下「行政機

関個人情報保護法」という。）の適用除外とされている。 

もっとも、統計調査により集められた情報については、これまでも厳格

に保護が図られてきており、また、統計調査を民間委託した場合にあって

も、これまでは、各調査実施者において、現行の統計法等に基づき、委託

先の監督等の措置を講じてきている。 

しかし、国の統計調査は、原則として、国民との信頼関係の基に実施さ

れているものであり、一旦、統計調査により集められた情報の漏洩等の事

件が発生してしまうと、当該統計調査だけでなく国の統計調査全体に対す

る国民の信頼が揺らぎ、その適切な実施を損なうこととなりかねない。 

  このような統計調査の性質にかんがみると、これまで統計調査の委託先

からの漏洩事件等は発生していないが、統計調査を取り巻く状況の変化を

踏まえつつ、包括的民間委託を含めた統計調査の民間委託の一層の推進を

図っていくためには、行政機関個人情報保護法制の研究会報告（「行政機関

の保有する個人情報の保護に関する法制の充実強化について」（平成 13 年

10 月 26 日））において、「統計調査の実施の際における個人情報の取扱い
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について、関係省庁は、個人情報保護の観点から、一層厳格な運用が確保

されるようにするための方策について検討し、所要の措置を講ずる必要が

ある」とされていたことも考慮に入れ、統計調査に対する国民の信頼を確

保しつつ適切な民間委託の推進を図るための法制上の措置について、検討

することが必要である。 

 

３ 情報の保護の観点からの検討 

(1) 基本的な考え方 

統計調査に対する国民の信頼を確保していくためには、統計調査により

集められた情報の保護がとりわけ重要と考えられる。 

情報の保護に関して統計法では、まず、調査対象者の情報について、全

ての統計調査に関して、秘密の保護義務規定、当該統計の作成以外に調査

票を使用することの原則禁止規定及び調査票等を適正に管理する調査実

施者の義務規定を定めるとともに、指定統計調査の秘密の漏洩等に対する

罰則を規定し、さらに、指定統計調査結果の情報について、公表期日前漏

洩及び改ざん行為の禁止並びにこれらの違反に対する罰則を規定してい

る。 

統計調査の民間委託の推進に資するためには、上記２のような統計調査

をめぐる状況の変化を踏まえ、情報の保護の観点から調査実施者である行

政機関に対して統計法が規定するこれらの義務や罰則については、統計調

査の業務を受託した民間機関に対しても、同様に適用する方向で検討する

ことが必要である。 

その際、調査対象者の情報の保護に関して、個人情報についてのみを適

用対象とするべきかどうかについては、統計法は、個人情報と法人等情報

を特に区別していない。これは、統計調査は、個人、法人等様々な者を調

査対象としており、いずれの場合も統計法上の秘密の保護や統計の真実性

の確保の観点からは同等に取り扱うべきとの考えにより特に区別してい

ないものと考えられるため、今回の検討に当たっても、統計調査により収

集される個人情報と法人等情報の取扱いについて特段の差異を設ける必

要は特にないと考える。 

 

(2) 受託者等の義務等 

ア 秘密の保護義務 

統計法は、調査対象者の情報について、第 14 条において、指定統計調

査、届出統計調査及び承認統計調査のいずれの場合であっても、調査の

結果得られた秘密が保護されるべきことを定めており、同条は、その義
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務が課される主体を明示していないため、広く一般に義務が及ぶものと

解されている。 

したがって、統計調査の業務を受託して行う者（以下「受託者」とい

う。）、受託者から業務を請け負った再委託先（以下「再受託者」という。）

及び受託業務に従事する者（以下「受託業務従事者」という。再委託先

の業務に従事する者を含む。）に対しても、秘密の保護義務は既に法律上

課されていると解されるので、この点については新たな法的措置は不要

と考えられるが、秘密の漏洩等に係る罰則規定など他の条文も含めた全

体の整理の中で、より明確な規定の仕方についても検討することが適当

である。 

 

イ 秘密の漏洩に対する措置 

(ｱ) 基本的な考え方 

統計法では、調査実施者たる行政機関の職員や統計調査員等が指定

統計調査の調査対象者の秘密の漏洩等を行った場合、これらの者に罰

則を科すこととしている。 

統計調査の受託者、再受託者及び受託業務従事者（以下「受託者等」

という。受託関係終了後の者を含む。（以下、４まで同じ。））が、委

託契約に反する行為等を行った場合、行政機関は委託契約の解除や具

体的な損害を被ったときには損害賠償を請求することが可能である

が、受託者等が調査対象者の情報の漏洩等を行った場合には、上記２

のような状況の変化を踏まえ調査対象者の情報の保護を徹底するた

め、行政機関の職員等に科されるのと同様の罰則を科すことが適当で

ある。 

なお、行政機関個人情報保護法により公務員及び個人情報の取扱業

務の受託者に科されている個人情報の漏洩に関する罰則は、電算処理

ファイル化された個人情報の漏洩の場合及び不正な利益を図る目的

で個人情報を漏洩した場合に区分してそれぞれ規定されているが、統

計法は、このような区別を設けていない。 

これは、統計法は、調査対象者の情報を保護し、統計調査に対する

信頼を確保することを重視する観点から、どのような媒体・目的によ

る漏洩であるかに拘わらず罰することとしているためと考えられる。

このため、受託者等に罰則を科すことの検討に当たっても、媒体別及

び目的別に区分した特段の差異を設ける必要は特にないと考える。 

 

(ｲ) 具体的な措置 
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統計法第 19 条の２第１項は、指定統計調査の調査対象者の情報の

漏洩及び窃用について、１年以下の懲役又は 10 万円以下の罰金を科

すと定めている。同条は、「指定統計調査に関する事務に従事する者」

に適用するとされているが、受託者等がこれに含まれて適用されるか

どうか条文上明確ではないため、適用されることが明確になるよう規

定を整備することが適当である。 

また、統計法は、届出統計調査及び承認統計調査の調査対象者の情

報の漏洩については罰則を設けておらず、公務員の場合には公務員法

制上の守秘義務違反で罰せられるにすぎないが、これらの情報につい

ても秘密の保護が図られるべきことに変わりなく、統計調査により集

められる情報の厳格な取扱いが一層必要とされている状況を踏まえ

ると、これらの調査に係る受託者等に対しても新たに罰則の規定を整

備することが適当である。 

なお、具体的な量刑については、統計法上の他の罰則、行政機関個

人情報保護法等の他の法律の罰則との関係を踏まえて定めることが

適当である。 

 

ウ 調査票等の適正管理義務 

(ｱ) 指定統計調査 

 統計法は、第 15 条の３により、指定統計調査の実施者は、調査対

象者の調査票等を適正に管理すべきことを定めている。 

同条に規定する「調査実施者」については、同条が昭和 63 年に行

政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法

律（昭和 63 年法律第 95 号）第５条に個人情報の安全確保等に係る行

政機関の責務が規定されることに合わせて新たに設けられたもので

あるという経緯を踏まえれば、単に調査業務を実地に執り行う者とい

う趣旨ではなく、調査実施に責任を有する行政機関を意味すると解さ

れる。 

また、受託者における適正な管理については、これまでは、調査実

施者が、同条に基づく措置の一環として受託者が適切な管理を行うよ

う指示する等の必要な措置を講ずることで担保されてきた。 

他方、行政機関個人情報保護法では、行政機関からその事務事業の

実施に関して個人情報の取扱いを受託している以上、行政機関と同様

の厳しい規律を確保する必要があるとの趣旨により、同法第６条の安

全確保の措置を執る義務が受託者に課されている。 

このため、上記２のように統計調査により集められる情報の一層厳
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格な取扱いが必要とされる状況の変化を踏まえると、統計法において

も、指定統計調査の受託者に対して行政機関と同様の適正管理義務を

法律上課すことが適当である。 

この適正管理義務の具体的内容としては、管理体制を構築し調査票

等を取扱う者を限定すること等の他、例えば、指定された集計以外の

特別集計や集計結果の不正利用の禁止なども考えられ、受託者の適正

管理義務の履行に万全を期するためには、これらの具体的事項をガイ

ドライン等により明確化しておくことが適当である。 

なお、受託者から更に業務の委託を受けた再受託者については、行

政機関個人情報保護法においては受託者と同様の安全確保措置の義

務は課せられていないが、再受託者が直接調査票等を取り扱うことと

なれば、当然ながらその取り扱う情報を適正に管理すべきであること

から、受託者と同様の法律上の義務を課すことが適当と考える。 

 

(ｲ) 届出統計調査・承認統計調査 

 統計法第 15 条の３は、届出統計調査及び承認統計調査の調査対象

者の調査票等についても、調査実施者は適正に管理すべきことを定め

ている。これは、昭和 63 年の法改正時に調査票等の適正管理の義務

は統計調査に共通して遵守されるべき基本的事項であるとして、その

ように規定されたものであり、これらの統計調査により集められる情

報についてもその厳格な取扱いは今後も引き続き求められることか

ら、これらの統計調査の受託者についても指定統計調査の受託者と同

様に法律上の義務を課すことが適当である。 

なお、地方公共団体が行う届出統計調査については、地方自治の本

旨を尊重し、統計法第 15 条の３を適用せず、第 15 条の４に基づき調

査票等の適正な使用及び管理に努めることとされていることから、地

方公共団体の届出統計調査の受託者については、統計法上の義務を直

接課すのではなく、地方公共団体がその判断に基づき、委託先に対し

調査票の適正管理に必要な措置を講ずるよう求めることが適当であ

る。 

 

エ 公表期日前漏洩に対する措置 

統計法第 19 条の２第２項により、国の実施する統計調査のうち特に

指定統計調査については、総務大臣の承認を得た場合のほか集計結果を

公表期日以前に漏らした場合には、罰則が科せられることとなっている。

受託した業務内容が集計業務等の場合には、当該業務の受託先において
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も公表期日前に指定統計調査の集計結果を知り得るが、このような受託

者等に適用されるかどうか条文上明確ではないため、適用されることが

明確になるよう規定を整備することが適当である。 

なお、届出統計調査及び承認統計調査については、このような罰則規

定は調査実施者に対しても設けられていないが、指定統計と比較した場

合の統計の重要性等にかんがみれば、改めて罰則を設ける必要はないと

考えられ、調査実施者に罰則を科すものでない以上受託者等に罰則を科

すことも適当ではないと考える。 

 

オ 統計の改ざん行為に対する措置 

統計法第 19 条第４号により、指定統計調査に関する事務に従事する者

が、指定統計調査の結果を真実に反するものたらしめた場合には、罰則

が科せられることとなっている。同条の適用対象は「指定統計調査の事

務に従事する者又はその他の者」とされていることから、受託者等に同

条は適用されると解されるため、特に新たな規定の整備は必要ではない

と考える。 

なお、届出統計調査及び承認統計調査については、統計法第 19 条第４

号と同様の罰則規定は調査実施者に対しても設けられていないが、指定

統計と比較した場合の統計の重要性等にかんがみれば、改めて罰則を科

す必要はないと考えられ、調査実施者に罰則を科すものでない以上受託

者等に罰則を科すことも適当ではないと考える。 

 

４ 民間委託統計調査の適切な実施の観点からの検討 

(1) 基本的な考え方 

 上記１のとおり、統計調査の民間委託は、現行法令の下でも既に行われ

ているが、現行の統計法は、統計調査の調査方法や民間委託に関して特に

具体的な規定を設けていない。統計調査を民間に委託して実施するかどう

かを含めその適切な実施を確保する仕組みは、指定統計調査であれば、ま

ず調査実施者が具体的な調査方法等を企画し、その内容について統計審議

会の意見を聴いた上で、総務大臣が承認することにより確保されることと

なっている（統計法第７条等）。また、届出統計調査については、調査実

施者が具体的な調査方法等を総務大臣に届け出ることとされており、承認

統計調査については、総務大臣の承認を得ることとされ、その統計調査が

統計技術的にみて合理的でない等の場合に、総務大臣はその調査の変更又

は中止を求めることができるとされている（統計法第８条、統計報告調整

法第５条、第 10 条等）。 
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 このように、統計調査の民間委託を行うかどうかも含め具体的な調査方

法等については、それぞれの統計調査ごとに決定されることとなっている。 

 しかし、個別の統計調査ごとの判断になるとしても、統計調査の民間委

託の推進に資するためには、現行の統計法制上の仕組みの中に民間委託の

推進に支障を生じるような点があるかどうか、検討することが必要である。

具体的には、受託者等の要件等や、統計法で具体的に規定する統計調査員

（第 12 条）や実地調査権（第 13 条）を民間の受託者等に認めるべきかど

うか、また、統計法及び統計法施行令（昭和 24 年政令第 130 号）により

法定受託事務とされている指定統計調査の事務を地方公共団体が民間委

託することについてはどうか、という点について検討を行う必要がある。 

 

(2) 受託者等の要件等 

民間委託の適切な実施を確保する観点から、行政機関にあっては、統計

法第 10 条が、統計官、統計主事という統計調査に関する専門的技術的事

務に従事する者を置くことができる旨の規定を置いていることと対比し

て、受託者等についても同様に統計調査の適切な遂行に必要となる受託者

等の能力等について、あらかじめ法律上一定の要件を定めておくことが求

められるのではないかとの考えがある。 

しかし、実態上は、統計官、統計主事は、ほとんど置かれておらず、民

間企業においては、既に、統計調査、世論調査等がこれまで多数実施され

ていることから、相当水準の業務遂行能力が確保し得る状況にあると考え

られる。したがって、委託先については、委託契約を締結する過程で審査

等を行うことにより、それぞれの統計調査の内容に応じた適切な委託先を

選定することで特段支障はないものと考えられ、新たに法律上の要件等を

定める必要はないと考える。 

また、統計調査の受託者等については、上記３のとおり、行政機関の職

員と同等の法律上の義務を課し、その義務違反に対する罰則を科すことと

すれば、特に問題はないと考える。なお、いわゆる市場化テスト法案では、

受託した民間の従事者は「みなし公務員」（委託した業務に従事する者を

公務員とみなし、刑法等の罰則を適用すること。）となることとされてお

り、同法の手続にしたがって民間委託された場合の従事者については、同

法によりいわゆるみなし公務員規定が適用されることになっている。 

 

(3) 実地調査権 

統計法第 13 条の実地調査権については、指定統計調査の場合にのみ認

められるものであるが、これまで調査実施者においても行使された実績は
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ほとんど皆無であるから、受託者にこれを認める必要性は低く、仮にその

行使の必要性が生じた場合であっても調査実施者自身が行使することに

より対応できるものと考える。 

なお、この実地調査権は、相手方の意思に拘わらず一方的・強制的に権

力を行使する「実力行使」でなく、拒否者に対する罰則（統計法第 19 条

第３号）を背景に義務の履行を求めることができるにとどまり、実力行使

を行うことはできない「間接強制」に該当すると解される。その場合、公

権力の行使としての性格は相対的に弱いことから、これを新たに受託者に

認めることも考えられる。 

しかし、間接的であれ強制的・強権的に統計調査を行うことにつながる

権限を受託者に付与することは、統計調査を取り巻く環境の厳しい状況を

踏まえると、統計調査の適切な実施の基礎となる国民との信頼関係を揺る

がすことに繋がりかねないため、慎重であるべきと考える。 

 

(4) 統計調査員 

指定統計調査は、調査対象が膨大なものが多く、常勤の公務員だけでは

対応が不可能な場合が多いことから、調査票の確実な配布・取集を行い、

正確な申告を確保し、統計の真実性の確保に資するため、統計調査員を活

用するものが多い。この統計調査員について、非常勤の公務員としての守

秘義務を課し、その違反に罰則を科すとともに、実地調査権を付与する必

要があることから、その法律上の設置根拠として統計法第 12 条が規定さ

れている。 

受託者においても、調査票の確実な配布・取集等のため、統計調査員を

活用する必要が生じる場合が考えられるが、その設置の根拠規定がなくと

も、受託した業務の遂行に必要な従業員等を契約により調査員として自由

に雇用でき、それらの者には統計法第 14 条の守秘義務が適用され、その

違反に対する罰則についても上記３(2)イのとおり措置することとし、ま

た、上記４(2)のとおり実地調査権の付与を行わないとすれば、受託者に

係る統計調査員の規定を新たに設ける必要はないと考える。ただし、統計

調査を取り巻く環境の変化により実査業務が難しくなっている現状を踏

まえると、実際に調査員を活用する際には、都道府県等が統計調査員を選

任、任命する際に通常求めている資質等と同等の資質等を基準に調査員が

確保されるよう、適切な措置を講じることが必要と考える。 

 

(5) 法定受託事務の民間委託 

 政府の行う指定統計調査に関する事務の一部は、統計法及び同法施行
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令等により第一号法定受託事務とされている。これまで、指定統計調査

に関する事務を地方公共団体が包括的に民間委託した例はないが、今後、

市場化テスト法の施行等一層民間委託が進められる状況の中でそのよう

な動きが出てくることも考えられるため、指定統計調査の事務を地方公

共団体が包括的に民間委託することが可能であるかという問題について

検討する必要がある。 

第一号法定受託事務は、国が本来果たす役割に係るものであって、国

においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして、法律又

は政令に定められている事務であるが（地方自治法（昭和 22 年法律第 67

号）第２条第９項第１号）、自治事務と同じく地方公共団体の事務である

ので、地方自治法上は、指定統計調査に関する事務であっても、法令上

民間委託が明示的に禁止されていない限り、地方公共団体自らの判断に

より民間委託を行うことは可能となっている。 

しかしながら、指定統計調査において法定受託事務を定めているのは、

当該指定統計調査を適切に実施する方法として、国及び地方公共団体と

いう行政機関がそれぞれ自らの役割として実施することが適当であると

判断されたためと考えられ、また、各指定統計調査の実施方法等は、統

計審議会の意見を聴き、総務大臣が承認した上で、調査規則等に基づい

て適正な処理がなされるよう措置されている。 

このような趣旨を踏まえると、単に地方公共団体が自らの判断のみに

より、指定統計調査の事務を包括的に民間委託した場合、それが調査実

施者が統計法第７条等の規定に基づき総務大臣に申請し承認を得た調査

方法に明らかに反することとなれば、統計法に抵触するものと考えられ

る。 

このため、調査実施者が、統計の正確性の確保等の観点から、地方公

共団体が包括的に民間委託を行うことが可能と判断したものについては、

包括的民間委託に当たり地方公共団体が講ずべき措置等について定めた

調査の計画案を作成した上で、当該計画案について統計法第７条等の規

定に基づき統計審議会の審議を経て総務大臣の承認を受けることが必要

と考える。 

また、調査実施者は、指定統計調査に係る法定受託事務の適正な執行

を確保する観点から、地方公共団体が包括的民間委託を実施する場合の

留意事項などを地方自治法第 245 条の９の規定に基づく法定受託事務の

処理基準等として、地方公共団体に明示することが適当であると考える。 

なお、法定受託事務の処理基準等において、どのような内容を定める

かについては、調査の規模や内容等に応じて異なり得るものと思われる
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が、「規制改革・民間開放推進３か年計画（再改定）」に基づき総務省統

計局において実施される試験調査等の結果等を踏まえつつ、具体的な検

討を行うことが適当と考える。 
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Ⅲ 統計データの二次的利用の促進について 

１ 統計データの二次的利用の促進の必要性 

昭和 22 年の統計法制定以降、国の行政機関や地方公共団体（以下「行政機

関等」という。）が実施する統計調査は、基本的に、調査実施者である各行政

機関等自らが各種の行政施策を講ずるに当たり、必要となる基礎資料を得る

ことを主な目的として実施されてきた。指定統計調査の結果については、統

計法の規定により公表が義務付けられており、公表の早期化、提供形態の多

様化等、国民の利用に資するための様々な取組も行われてきている。一方、

統計調査によって集められた調査票は、秘密の保護等の調査対象者の利益の

保護の考え方と相俟って、基本的には、調査実施者における行政施策のため

の基礎資料としての統計の作成のみに用いられることが前提とされてきた。

調査実施者以外の行政機関が行政上の必要から別の集計を行う場合等、それ

以外に必要な場合については、例外的な措置として、統計法第 15 条第２項に

基づく指定統計調査の調査票の目的外使用という形で調査票が使用され、統

計の作成等が行われてきた。 

統計目的の使用の基礎となる調査票1やその調査票を加工して作成される

データ等（以下「統計データ」という。）を調査実施者による指定統計作成以

外の目的に使用すること、いわゆる統計データの二次的利用の促進について

は以前から指摘をされてきているが、特に近年、社会の統計に対するニーズ

の多様化や、情報通信技術の発展等に伴い、調査実施者たる行政機関等以外

でも統計データを活用できる環境も整いつつあることを受け、新たな統計デ

ータの利用形態として調査票に匿名化のための加工を施す匿名標本データに

関する技術的な研究等、統計データの利用促進のための取組が行われてきた。 

こうした取組を踏まえ、「統計行政の新たな展開方向」、「政府統計の構造改

革に向けて」（平成17年６月10日内閣府経済社会統計整備推進委員会報告書）

等において、統計データの利用に関する制度的な検討が求められている。 

秘密の保護や調査対象者の信頼確保等、これまで統計法制度において保護

してきた諸価値の重要性については今日も全く変わるところはなく、むしろ、

近年の個人情報保護法制の施行等に伴い、その重要性は一層高まってきてい

る。その一方、統計データも含め、政府が作成する統計は国民の資源を投入

して収集、作成されるものであり、国民の共有の財産として、幅広く用いら

れるべきものであることが強く意識されていることから、調査実施者におけ

る行政施策のための基礎資料の作成以外の目的のためにも、統計データの有

                                            
1 この場合の「調査票」とは、個々の調査対象ごとにその申告内容が判別できるような形

で統計の申告が記載された統計調査関係文書を意味し、電磁的記録も含まれる。また中間

集計表等も「調査票」に該当することがある。 
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効活用を図ることができる仕組みを構築する必要がある。 

当研究会では、これまでの各種提言等や今日の社会情勢等を踏まえ、秘密

の保護や調査対象者の信頼確保等、統計法制度が保護すべき価値に十分配慮

をしつつ、統計データの利用の促進に対応した統計法制度について検討を行

った。 

なお、当報告書は、統計データを検討対象としたものであるが、その他、

行政機関等が収集、保有している各種の行政記録一般の統計目的への活用等

については、内閣府の「統計制度改革検討委員会」（委員長：吉川洋東京大学

大学院経済学研究科教授）において検討が行われており、統計データの利用

に関する統計法制度の立案に当たっては、同委員会の検討結果についても留

意する必要がある。 

 

２ 現行統計法に基づく調査票の利用 

(1) 現行統計法上の調査票の使用形態と問題点 

ア 指定統計の作成 
統計法は、国民生活にとって重要であり、基本的な政策決定の基礎資

料として必要となる統計等について、「指定統計」として指定することに

より、その整備を図っていくこととしている（統計法第２条）。この指定

統計を作成するための調査として実施されるものが「指定統計調査」で

あり（統計法第３条）、この指定統計調査の結果は、速やかに公表しなけ

ればならないこととされている（統計法第 16 条）。これは、かつて国家

機密の保護の名の下に統計の公表が行われなかったことへの反省に立ち、

統計調査の改善発達のために多数の者の目に触れさせるとともに、統計

は国民の共有の財産として、広く国民の利用に供することを目的として

いる。この趣旨を踏まえ、統計調査結果の公表の早期化や提供方法の多

様化等の取組を進めることにより、統計の利用の促進に努めてきた。 
このような指定統計調査を実施する際には、統計調査の重複の除去や

統計体系の整備等の統計法の目的に資するため、調査実施者たる行政機

関等は、調査の目的、事項、集計事項等について、あらかじめ総務大臣

の承認を得なければならないこととされている（統計法第７条）。 
  

イ 統計法第 15 条に基づく調査票の目的外使用 

(ｱ) 調査票の目的外使用制度の現状 

統計法は、秘密の保護及び調査対象者の信頼の確保を図るため、指

定統計を作成するために集められた調査票を「統計上の目的」以外に

使用することを禁止している（統計法第 15 条第１項）。この場合の「統
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計上の目的」とは当該指定統計を作成することを指すものと理解され

ており、あらかじめ総務大臣の承認を受けた集計事項の作成以外に調

査票を使用することは原則として認められていない。 
しかしながら、既存の指定統計調査の調査票を当該指定統計作成以

外の目的にも活用することにより、国民や企業の調査負担の軽減に繋

がり、また、結果として公益に資する場合があることから、総務大臣

の承認を得て使用の目的を公示した場合に限り、指定統計調査の調査

票を「統計上の目的」以外の目的、すなわち当該指定統計の作成以外

の目的に使用することができることとされている（統計法第 15 条第

２項）。 
この指定統計調査の調査票の目的外使用の承認に関する具体的基

準、手続等については、「指定統計調査調査票の統計目的外使用の承

認申請に関する事務処理要領」（平成 17 年８月 15 日総務省政策統括

官（統計基準担当）決定2。以下「目的外事務処理要領」という。）に

おいて定められている。同要領によれば、指定統計調査の調査票の目

的外使用の承認の判断に当たっては、統計調査に対する調査対象者の

信頼を損なうことがないよう、調査票の使用が申告者の秘密保護に欠

けることがなく、かつ、当該使用が公益性の高いものであると認めら

れる場合であることを承認の基本的な要件としている。より具体的に

は、例えば、調査票の使用者の範囲について、国の行政機関若しくは

地方公共団体の職員、特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法

人の役職員又は法令の規定により公務に従事するとされている者（国

公立の学校、研究所及び病院の役職員は除く。）については、基本的

に問題ないとし、その他の者の場合は大学、病院、研究施設その他こ

れらに相当する研究施設（以下「研究機関等」という。）に勤務する

職員であり、かつ、当該研究機関等における研究について、①行政機

関又はそれに準ずる機関との共同研究、②行政機関又はそれに準ずる

機関からの委託又は補助を受けた研究、③行政機関又はそれに準ずる

機関により当該使用が公益性を有する旨の文書が添付された研究の

いずれかの要件に該当する研究の一環として使用される場合に限り、

調査票の目的外使用が承認される取扱いとなっている。 
 
(ｲ)  調査票の目的外使用制度の問題点 

                                            
2 総務省統計局統計基準部の総務省政策統括官（統計基準担当）への移行に伴い、昭和 40

年２月 26 日制定の「指定統計調査調査票の統計目的外使用の承認申請に関する事務処理

要領」を引き継ぐため、形式的に再制定したものである。 
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統計データの利用促進の観点からみた場合、現在の調査票の目的外

使用制度には以下のような問題点がある。 
指定統計調査の調査票の目的外使用が承認されるのは、(ｱ)に掲げ

る場合に限定されており、民間の研究機関等に所属する者が、自由に

調査票を再集計し、分析を行うような取扱いは認められていない。 
また、調査実施者自身も含めた行政機関等による統計目的の調査票

の使用であっても、「目的外」の使用として原則として禁止されてお

り、総務大臣による目的外使用の承認の手続を経ることが求められて

いる。 
さらに、行政機関等が同一の目的により反復して調査票を使用する

ことが見込まれる場合には一部包括的承認の取扱いも行っているが、

当該指定統計作成以外の目的に調査票を使用する場合には、原則とし

て総務大臣による個別の承認及び公示という極めて厳格な手続を経

ることが求められている。 

 

(2) 新たな統計データの使用形態の検討 

統計法第 15 条第２項の規定に基づく指定統計調査の調査票の目的外使

用制度は、秘密の保護や調査対象者の信頼確保等の統計法制度が保護する

価値と収集された調査票の使用に対するニーズの調和を図るものである。

現在の同項の規定に基づく調査票の目的外使用の承認の基準等は、指定統

計調査によって集められた調査票をそのままの形で使用する場合を想定

したものとなっており、そのような調査対象者の個々の申告内容が明らか

になっている調査票を使用するためには、それに抗しうるだけの利益、す

なわち調査票の使用に関する高度な公益性を求めているのが現在の運用

である。 
こうした従来からの統計法制度の考え方を踏まえ、統計データの利用に

対するニーズに応えつつ、秘密の保護や調査対象者の信頼の確保等の価値

と調和を図る方策として、新たな統計データの利用の在り方が提言されて

いる。 

一つが、オーダーメード集計の実施であり、調査実施者等が、指定統計

調査の調査票を用いた統計作成を希望する者から個別のオーダーを受け

て集計を実施し、依頼者に対しては作成した集計結果のみを提供する統計

データ利用の方式である。この方式によれば、依頼者自身が直接調査票を

使用することはなく、その意味で秘密が漏洩するおそれはない。 

もう一つが、匿名標本データの作成・提供であり、集められた調査票か

ら必要に応じて抽出を行い、地域区分や世帯番号等の個体の識別子を消去
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するなどの加工を行うことにより、個体の識別を不可能にしたもの（匿名

標本データ）を作成し、指定統計調査の調査票を用いた統計作成を希望す

る者に対して、調査票そのものではなく、当該加工を行ったデータを提供

する統計データ利用の方式である。匿名化のためのデータの加工が行われ

ており、調査票そのものを用いた集計と比べて、精度が下がる可能性があ

るものの、一方、上記のオーダーメード集計とは異なり、個票ベースでデ

ータが利用者に提供されるため、利用者は、あらかじめ詳細に集計事項を

定めなくとも、ある程度の試行錯誤を行いながら、データを用いた分析等

を行うことが可能となる。 

現在の調査票の目的外使用制度の問題点やこうした新たな統計データ

の利用方式の提言等を踏まえつつ、指定統計調査に係る統計データの使用

の法制的な取扱いについて検討を行った。 

 

３ 指定統計調査の統計データ使用の法制的な取扱い 

(1) 統計目的の使用と統計目的以外の使用の区分 

統計調査を実施する際には、調査票を統計目的に使用することを調査対

象者に説明している場合が多く、また、統計目的で使用される場合には、

最終的には個体が識別できない形で統計データが使用されている。一方、

統計以外の目的で調査票を使用する場合には、個体識別可能な形で調査票

の情報が利用されうることになるため、以下、統計目的の統計データの使

用と統計以外の目的での調査票の使用に分けて検討を行った。 
なお、調査票の目的外使用制度など、現在の統計法上の「調査票」とい

う用語については、紙の調査票原票以外に調査実施者における通常の保存

形態である氏名等直接的に個人を識別できる情報（いわゆるフェイス事

項）を消去した上で調査票原票の内容を転写した電磁的記録等も含む広範

な概念となっており、今後、法制的な観点も含め、適切な用語の在り方や

概念の整理について検討を行う必要がある。 
 
(2) 統計目的の統計データの使用 

ア 法制上の位置付け 

２で見たように、現在の統計法第 15 条第１項の規定の解釈によれば、

指定統計を作成するために集められた調査票を「統計上の目的」、すなわ

ちあらかじめ総務大臣の承認を受けた集計事項（指定統計）の作成の目

的以外に調査票を使用することは禁止されている。したがって、統計法

第７条の規定に基づく総務大臣による「集計事項」の承認は、作成され

る指定統計の範囲を確定させるとともに、調査実施者自身も含め、当該
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指定統計の作成以外を目的とする調査票の使用を原則として禁止し、調

査票の使用の範囲を画する効果を有していた。 
しかしながら、①統計調査によって集められる統計データは国民の資

源を投入して収集・作成されたものであり、できる限り有効活用するこ

とが求められていること、②行政機関等においてこれまで統計法第 15 条

第２項の規定に基づく調査票の統計目的の使用が相当程度行われている

こと、また、③調査実施者においても、調査実施時に多くの調査票様式

の中で「この調査票は統計以外の目的には使用しませんからありのまま

を記入してください。」等の文言を記載し、結果として調査票を広く統計

目的に使用する旨の周知が調査対象者に行われてきていること等にかん

がみれば、統計法第７条で承認された当該指定統計の作成以外を目的と

する場合であっても、調査票の使用が認められる場合をあらかじめ法令

上規定することにより、当該指定統計の作成以外でも、統計データにつ

いては、そもそも統計目的での使用ができることを明確にすることによ

って、統計データの利用の促進を図ることが適当である。 
また、現在の統計目的の調査票の目的外使用の承認に関しては、２で

見たように、既に基準が定着し、審査も定型的に行われているのが実情

となっており、そうした中にあって、調査票の使用について、個別に総

務大臣に申請し、総務大臣が個別に承認する取扱いは必要な範囲を超え

た過重な手続となっているとも考えられ、総務大臣において一元的に調

査票の使用について承認を行う必要性は、他の法令との比較においても

乏しくなっており、統計データの利用の促進のためには、調査票の使用

手続の簡素化を図る必要がある。 
以上を踏まえ、当該指定統計の作成以外の統計目的の調査票の使用の

判断については各調査実施者に委ねるとともに、各調査実施者において

適正な判断が行われるよう、指定統計以外の特別集計並びに今回新たに

制度化するオーダーメード集計の実施及び匿名標本データの作成・提供

等の統計データの使用形態に応じ、これまでの目的外事務処理要領に基

づく運用等も踏まえ、統計データ使用の判断基準や留意事項等を法令上

規定することが適当である。 
なお、統計データの使用の判断に当たっては、申し出を拒む場合の理

由の提示等、公正・公平かつ利用者の便宜にも配慮した適切な対応をと

ることが適当であり、そのためのガイドラインの作成等について検討す

ることが必要である。また、調査実施者において適正な運用が行われる

よう、統計目的の統計データの使用の状況について、オーダーメード集

計の実施や匿名標本データの作成・提供も含め、総務大臣は、各調査実
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施者に対して定期的に報告を求めることが必要である。この際、調査実

施者が消極的な対応をとることによって統計データの利用が過度に阻害

されることのないよう統計データの使用を認めなかった場合についても、

総務大臣は各調査実施者に対して報告を求めることが適当である。また、

必要がある場合には、総務大臣は、統計法第16条の２の規定等に基づき、

各調査実施者に対し資料の提出や説明を求めることとすべきである。 
 

イ 統計データの使用形態別の取扱い 

(ｱ)  個々の申告内容が明らかになる調査票の統計目的による使用 

現在の目的外事務処理要領に定める指定統計調査の調査票の目的

外使用の承認の基準等は、指定統計調査によって集められた調査票を

そのままの形で使用する場合を念頭に規定している。実際の調査票の

使用形態は、調査票原票そのものを使用する場合、調査票原票ではな

く、氏名等直接的に個人を識別できる情報は消去した上で調査票の内

容を転写した電磁的記録を使用する場合等様々であるが、いずれにし

ても個々の申告内容が明らかになる形で使用されるものであり、秘密

の保護や調査対象者の信頼の確保という統計法制度がこれまで保護

してきた利益にかんがみれば、そのような個々の申告内容が明らかに

なる調査票の統計目的での使用については、調査実施者の判断に委ね

ることにより手続の簡素化等を図るとしても、引き続き、これまでの

調査票使用の承認の基準を維持し、当該使用について公益性が高いと

認められる場合に限って例外的に認められるべきものと考える。 
 

(ｲ)  オーダーメード集計の実施 

① 依頼者の範囲 
(ⅰ) 依頼者の範囲 

オーダーメード集計は、前述のように、依頼者のオーダーを

受け、調査実施者等において調査票を使用し、集計を行うもの

であり、依頼者自身は調査票を使用することはなく、秘密の保

護は確実であると言える。したがって、現在の目的外事務処理

要領に規定する高度な公益性の基準を満たさないために(ｱ)に

よる調査票の使用が認められない民間の研究機関等に所属す

る者等の独自の集計ニーズに応えるために調査票を用いるこ

ととしても、調査対象者の信頼を損なうことにはならず、依頼

者の範囲は、(ｱ)の場合の調査票の使用者の範囲よりも広く認

めることができると考える。 
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一方、オーダーメード集計は、特定の者に提供する特定の役

務であり、その実施には相当程度の事務作業を伴い、国民の共

有の財産である行政資源を費やすことになるものである。また、

利用目的を問わずにオーダーに応じることとした場合には、調

査対象者にいたずらに不安を与えるおそれもあり、統計調査に

対する調査対象者の信頼を損ね、ひいては統計の真実性の確保

に支障を来すことも考えられる。したがって、集計のオーダー

の目的を無制限とすることは適当ではなく、学術研究目的や教

育目的等一定程度の公益性が認められる場合に限って、オーダ

ーを認めるようにすべきと考える。 
 

(ⅱ) 学術研究目的の範囲 
この場合の学術研究目的の範囲については、一定の公益性を

求める観点からは、オーダーメード集計に応じることにより、

少なくとも社会に対する何らかの貢献が見られることが必要

であり、学術論文等の形で研究の成果等が公表され、社会に還

元されることが望ましい。 
典型的には大学や研究所などの学術を目的として活動する

機関の構成員がデータを使用した研究を行う場合などが想定

される。大学院生・大学生などの学生の研究についても学術研

究目的から除外する必要はないと考えられるが、学術研究目的

に該当するか否かの判断のための参考資料として、例えば指導

教授からの推薦状を求める等、運用上の工夫について検討する

必要がある。 
その他、例えば営利企業が企業活動の一環として、当該デー

タを使用した研究・分析を行う場合についても、統計データの

利用の成果が還元され、社会に対する貢献が認められる場合で

あれば、学術研究目的に該当するものと理解することもできる

ものと考えられるが、単なる内部の業務上の資料として使用す

る場合、特定の顧客に対するレポート作成の基礎資料とする場

合等、当該研究の成果が社会に還元されるとは認めがたいもの

については、学術研究目的に含めて理解することは難しいと考

える。 
なお、このような取扱いとする場合、実務的には申し出時に

統計データを利用して行う学術研究の成果の取扱いについて

審査し、個別に判断を行うことになると考えられる。 
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② 調査実施者の努力義務 

オーダーメード集計を制度として導入するに当たっては、集計を

受託することになる調査実施者において、体制・組織等の整備が必

要となり、調査実施者の事務負担の増加等も考慮すれば、一律に調

査実施者にオーダーメード集計の実施のための措置を講ずること

を現状において義務づけることは困難と考えられる。 
一方、調査実施者は、業務の状況やオーダーメード集計の結果を

用いる研究の社会に対する貢献度等を総合的に勘案して、集計の受

託の可否の判断を行うことになるが、統計データは国民の資源を投

入して収集されるものであることにかんがみれば、可能な限り国民

等の集計のニーズに応えるべきであり、各調査実施者に対しオーダ

ーメード集計の実施の努力義務を課すことが適当と考える。 
 

③ 集計業務の委託 

集計業務の効率的な実施及び調査実施者の事務負担の軽減等の

観点からは、オーダーメード集計を他の機関に委託して実施するこ

とが考えられる。ただし、行政機関等から受託したオーダーメード

集計の業務を実施する場合には、当該受託機関は、個人や企業の秘

密に属する事項等が記載され、個々の申告内容が明らかになる調査

票を使用することになり、また、当該調査票等を相当程度長期間か

つ継続して保有することになると考えられることから、統計調査に

よって収集した国民・企業等の情報を適切に保護し、統計調査に対

する国民・企業等の信頼・安心を確保するためには、調査票の厳格

な管理を行う能力を有することが求められる。このため、受託した

業務の遂行に必要となる知識や能力、施設や設備、秘密の保護のた

めの措置等について、法令又はガイドライン等に基準を定めること

について検討を行う必要がある。また、当該受託機関の職員等に秘

密の保護や調査票等の適正管理等の義務並びに秘密の漏洩及び窃

用に対する罰則を適用し得るよう、規定の整備を行うことが必要で

ある。なお、受託機関については、独立行政法人、公益法人の他、

諸外国の例を踏まえれば大学等も想定され得ると考える。 
  

 ④ その他 

オーダーメード集計は、特定の依頼者のオーダーに応じて統計を

作成する行為であり、公平性の観点から、事務作業量に応じた応分
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の手数料を徴収できるようにすべきである。オーダーメード集計を

制度として導入するに当たっては、手数料を徴収する事務の範囲を

明確にする観点も含め、調査実施者が調査票の使用を判断する基準

として、オーダーメード集計の実施について法令上明確に規定して

おく必要がある。 
また、オーダーメード集計として行う業務の範囲については、依

頼者の学術研究の目的に資する観点からは、単純な調査票の集計作

業のみではなく、回帰分析等調査票個票を参照しつつ行う必要があ

る分析に係る業務等についてもあわせて行い得るようにすること

が適当である。ただし、当該分析結果は最終的に個体が識別できな

い形で利用されるものでなければならないことは当然であり、また、

分析等の業務を行うためには、単純な集計業務のみを行う場合と比

べて、極めて高度な知識・経験や、多大な労力を伴う作業が必要と

なる場合等もあると考えられることから、あくまで付加的に行い得

る業務と位置付けておけば足り、当面は努力義務の対象とする必要

もないものと考えられる。 
その他、今後、オーダーメード集計の利用が定着してきた場合に

は、より複雑かつ高度なオーダー、例えば複数の調査にまたがるリ

ンケージ集計のオーダーが出てくることも考えられるが、そのよう

なオーダーに対する本格的な対応については、今後の統計データア

ーカイブ機能の創設に関する議論等も踏まえつつ、統計整備に関す

る「司令塔」機能を担う組織で対応することも含め、引き続き検討

を行うことが適当である。 
 
(ｳ)  匿名標本データの作成・提供 

① 匿名標本データの概念 
「匿名標本データ」については、調査対象者の秘密の保護が担保

されるよう十分匿名化措置を施したもの、高度な分析にも耐え得る

程度に匿名化措置をとどめたもの等、様々なバリエーションが考え

られる。しかし、個人情報保護法制の施行等に伴う国民の個人情報

に対する意識の高まり等にかんがみれば、個人・企業等の個体識別

可能性が未だ残っている「匿名標本データ」を広く提供することに

ついて、国民の理解を得ることは困難と考えられる。したがって、

提供される匿名標本データは、個体識別性をなくしたものとして制

度化することが適当である。 
この場合の個体識別性については、近年施行された行政機関個人
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情報保護法における個人識別性の考え方が参考となる。行政機関個

人情報保護法第２条第２項において、「個人情報」とは「生存する

個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日そ

の他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の

情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別すること

ができることとなるものを含む。）」と定義されている。この定義に

よれば、当該情報のみでは特定の個人を識別できない場合であって

も、他の情報と照合することにより特定の個人を識別することがで

きる場合も個人情報に含まれる。この場合の「他の情報」とは、特

別の調査をすれば入手し得るかもしれないような情報を含めて考

える必要はなく、公知の情報や図書館等の公共施設で一般に入手可

能なものなど一般人が通常入手し得る情報を意味すると理解され

ているが、一方、特別の情報を入手し得る者に識別されることによ

り不利益が及ぶ場合についても、合理的な範囲で考慮することが必

要とされている。 

匿名標本データの個体識別性の除去、すなわち匿名性の確保につ

いても、基本的に上記の考え方を基に判断することが適当であり、

当該指定統計調査の性格等を十分考慮した上で、調査実施者におい

て適切に判断を行うことが必要である。この匿名性の確保について

特に慎重に検証を行うため、調査実施者が匿名標本データを作成す

る際には、統計審議会等第三者機関による専門技術的観点からの審

査を経ることが適当である。 
 

② データの提供を受ける者の範囲 

このように匿名化のための措置が講じられたデータであれば、

(ｱ)による調査票の使用が認められない民間の研究機関等に所属す

る者等に対して提供することとしても調査対象者の信頼を損なう

ことにはならず、オーダーメード集計の場合と同様、学術研究目的

や教育目的等、一定程度の公益性が認められる場合に匿名標本デー

タの利用を認めることが適当である。学術研究目的の範囲について

は、オーダーメード集計における学術研究目的と基本的に同様に理

解することが適当である。ただし、匿名標本データは、匿名化のた

めの措置が施されているものではあっても、個票ベースで提供され

るものであり、提供されたデータの管理体制等について十分な確認

が必要であり、例えば大学院生や大学生などの学生がそのようなデ

ータの適正な管理の主体たり得るかについては、慎重な検討が必要
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である。 
その他、一定程度の公益性が認められるものとして、教育目的の

利用が考えられ、大学等における実習の場において、匿名標本デー

タの利用を認めることにより学生の統計データを利用した分析等

に関する習熟度を高める場合、指導教員等の指導に基づき、講義・

演習等の一環として、匿名標本データを用いた分析を行う場合等が

想定される。この場合、利用の申し出を行うのは学生の指導に当た

る教員等であり、実際にデータを使用することとなる学生は、当該

教員等による厳格な管理の下、副次的にデータを利用することが可

能となると理解することが適当である。 

なお、教育目的の統計データの利用が認められる教育機関の範囲

については、個票ベースの統計データの再集計の実施という作業の

ためには高度な知識・経験・技術が求められるものであること、匿

名標本データは個体識別性を無くしたものであるとは言え、個票ベ

ースで提供されるものであり、調査対象者の信頼に十分配慮する必

要があること等を踏まえ、大学院、大学や高等専門学校等の高等教

育機関における教育の一環としての使用に限ることが適当である。 

また、匿名標本データの提供を受ける者からは、公平性の観点か

ら、調査実施者の事務作業量に応じた応分の手数料を徴収できるよ

うにすべきであり、手数料を徴収する事務の範囲を明確にする観点

も含め、調査実施者による統計データの取扱いの判断基準として、

匿名標本データの作成・提供について、法令上明確に規定しておく

必要があると考える。 
  

③ 調査実施者の努力義務 

各指定統計調査によって、当該調査の匿名標本データの作成・提

供に対するニーズは様々であり、また、調査実施者の事務負担も大

きく、調査客体数が少ない場合やデータの分布の偏りが大きい事業

所・企業関係の調査等、そもそも匿名標本化になじまない統計も存

在すると考えられること等も考慮すれば、すべての指定統計調査に

ついて匿名標本データの作成を義務付けることは困難であると考

えられる。ただし、(ｱ)による調査票の使用を認めることができな

い民間の研究機関等に属する者等の集計のニーズに応えるため、匿

名標本データの作成・提供を促進することが強く求められており、

調査実施者による調査票使用の取扱いの判断基準として調査票を

匿名標本データの作成に使用し得ることを規定した上で、各調査実
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施者に対し、当該統計の性質上匿名標本データの作成を行うことが

困難である場合を除き、業務の遂行上支障がない限りデータの作

成・提供が行われるよう、匿名標本データの作成・提供に関する努

力義務を課すことが適当と考える。 
なお、オーダーメード集計の実施と同様、匿名標本データの作

成・提供についても、業務の効率的実施、調査実施者の事務負担の

軽減等の観点から、他の機関への委託が可能となるよう、必要に応

じ、規定の整備を行うこととすべきである。 
  

④ その他 

匿名標本データは、匿名化のための措置が講じられているもので

あるとはいえ、個票ベースで提供されるものであり、調査対象者の

統計調査に対する信頼を損なわないため、そのデータの取扱いにつ

いては特に留意する必要がある。そのため、統計法第 15 条の３に

規定する調査票等の適正管理義務と同様、匿名標本データの適正管

理義務を規定すること、匿名標本データの提供を受けた者が、例え

ば特別の調査の実施等によって一般人が通常入手しうる以上の情

報を得て当該データから個体の再識別を行うことのないよう匿名

標本データの統計目的以外の使用を禁止すること、提供を受けたデ

ータの第三者提供を禁止することなどについても、罰則も含めた規

定の整備を行うべきである。 
 

   (ｴ) インサイト利用等 

     上記のオーダーメード集計の実施、匿名標本データの作成・提供の他、

諸外国では、調査票の使用を庁舎内に限定することにより、研究目的

等の調査票の使用を認める仕組み（いわゆる「インサイト利用」）等

が見られる。 

     (ｱ)のとおり、従来の統計法第 15 条第２項に基づく調査票の目的外

使用制度に相当する調査票の使用形態は、調査実施者に判断を委ねる

ことにより手続の簡素化を図るものの、引き続きこれまでの基準を維

持することとしている。すなわち、調査実施者が調査票の使用を希望

する者の使用目的に高度な公益性があると認める場合には調査票を

使用させることも可能であり、例えば条件を付して使用を認め、調査

票の使用形態を限定することにより、調査実施者の判断で、調査票の

使用者の範囲についてはある程度柔軟に対応することもできる。従来

は高度な公益性の有無は、行政機関等との共同研究であるか、行政機
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関等から委託又は補助を受けた研究であるかといった形式面から判

断される場合がほとんどであったが、今後は、必要に応じて、調査実

施者において適切に判断を行っていくことが望ましい。 

したがって、オーダーメード集計、匿名標本データの作成・提供以

外の統計データの利用形態については、当面はガイドラインの作成等

により対応することとし、今後の統計データの利用に関する技術の開

発、利用のニーズ等を踏まえつつ、制度化について検討を行うことが

適当である。 

 

   (ｵ) 統計調査名簿作成目的の調査票の使用 

   Ｐ 

（第 13 回研究会の議論を踏まえて記述） 

 

(3) 統計目的以外の調査票の使用 

統計法第 15 条第２項の規定に基づく指定統計調査の調査票の目的外使

用の承認の基準等を定める目的外事務処理要領では、現在、調査票の使用

が承認され得る調査票の使用目的として、統計調査の調査対象名簿以外の

名簿の作成（名簿作成）、個々の調査票の申告内容について統計的加工を

行うことなくそのまま研究分析に用いること（事例研究）及び統計法違反

事件の処理を規定しており、調査票を統計以外の目的に使用することも否

定はしていないが、近年このような調査票の使用実績はない。統計目的以

外の使用については、結果的に個体が識別される形で調査票が使用され得

るものであることから、使用の形態や使用者の範囲の拡大を認めることは

適当ではない。 
また、行政機関個人情報保護法第８条第２項第２号において、行政機関

による個人情報の利用目的以外の利用が認められる場合として、「行政機

関が法令の定める所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で

利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な

理由があるとき。」と規定されており、単に行政上の必要性が認められる

だけでは足りず、さらに「相当な理由があるとき」との要件を付加してい

る。こうした事例等を参考とすれば、行政機関等の職員による行政目的の

使用であれば調査票の使用が承認されうる現在の取扱いよりも限定し、例

えば、統計の真実性の確保という統計法の目的の実現に必要となる統計法

違反事件処理の場合の他は、従来の「名簿作成」や「事例研究」に該当す

るような場合についても原則として認めないものとし、調査票を使用する

ことが真にやむを得ないと認められる特別の必要性がある場合に限って、
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特例的に調査票の使用を認めることとすることが適当である。 
また、統計目的以外の調査票の使用については、特例的な使用として特

に慎重に取り扱う必要があり、引き続き、総務大臣の承認を求める仕組み

とすることが適当である。 
 
４ 利用目的の明示等 

(1) 使用目的の特定と明示 

ア 行政機関個人情報保護法との関係 

行政機関個人情報保護法では、個人情報を保有するに当たっては、利

用の目的をできる限り特定しなければならず、当該目的の達成に必要な

範囲を超えて個人情報を保有してはならないこととされている（同法第

３条）。また、書面に記録された個人情報を本人から直接取得する場合に

は、特に本人に対して利用目的を明示することとされている（同法第４

条）。 

指定統計調査によって集められた個人情報については、行政機関個人

情報保護法の適用は除外されており（統計法第 18 条の２）、直ちに同法

に規定される措置を講ずることが求められるものではない。しかしなが

ら、統計調査は個人情報を含む情報を大量に取り扱うものであり、統計

法制度上の取扱いが、個人情報保護法制の趣旨に適合している必要があ

る。 

 

イ 調査票の使用目的の特定 

行政機関個人情報保護法では、個人情報の保有に当たっては、利用の

目的をできる限り特定しなければならないこととされている。これまで

の統計法の解釈では、指定統計調査によって集められた調査票は、原則

として、当該指定統計を作成する目的のみに使用され、統計法第 15 条第

２項に基づく指定統計調査の調査票の目的外使用はあくまで例外的な使

用と位置付けられてきたが、統計データの二次的利用の促進の観点から

は、指定統計の作成以外の統計目的の統計データの使用も含めて、調査

票の使用の目的として理解することになる。 
  

ウ 調査票の使用目的の明示 
(ｱ)  統計目的の調査票の使用 
行政機関個人情報保護法では、書面に記録された個人情報を本人か

ら直接取得する場合の利用目的の明示の規定を設けているが、統計調

査によって集められた調査票が、指定統計の作成、その他の特別集計
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の実施、統計調査対象名簿の作成等の統計目的に使用される場合には、

最終的には個体が識別できない形で個人情報等が利用されることにな

り、個人の権利利益に影響を与えるものではないため、必ずしも同法

と同様の措置が要請されるものではない。 
 

(ｲ)  統計目的以外の調査票の使用 

統計調査によって集められた調査票を、統計調査の調査対象名簿以

外の名簿作成、事例研究、統計法違反事件処理等の統計目的以外に使

用する場合には、上記 (ｱ)の考え方は当てはまらず、個人の権利利益

の保護の観点から、別途検討を要する。 
統計以外を目的とする調査票の使用は、あくまで例外的な使用と位

置付けられるものであり、調査票収集時にあらかじめ想定される調査

票の使用の目的には含まれず、事後的かつ臨時的な目的のための使用

となる。事後的かつ臨時的な利用目的の個人情報の利用・提供につい

ては、行政機関個人情報保護法第８条に規定されている。すなわち、

同条第１項は、法令に基づく個人情報の利用・提供については、それ

ぞれの立法目的から保有個人情報の利用・提供を可能としており、利

用・提供の合理性が認められることから、利用目的以外の個人情報の

利用・提供の制限の規定の適用を除外している。統計目的以外の調査

票の使用は、統計法の規定に基づき、総務大臣の承認を得た場合に例

外的に行われるものであり、法令に基づく事後的かつ臨時的な調査票

の使用と考えられる。 

したがって、統計法制度上の取扱いは、利用目的の明示に関する個

人情報保護法制の趣旨に沿ったものとなっていると考えられる。 

 

(2) 使用目的の公表 

現在、指定統計調査の調査票の目的外使用を承認する際には、総務大臣

が調査票の使用の目的等を個別に官報に告示することとされている。これ

は、現在の統計法上、総務大臣の判断に委ねられている指定統計調査の調

査票の目的外使用について、調査票の使用目的を国民に周知することによ

り、その適切な運用を図るものである。 

指定統計作成以外の統計目的の統計データの使用について、あらかじめ

法令上明記することとなれば、国民に対する統計データの使用目的の周知

は行われていると考えられ、少なくとも個別に官報に告示を行う必要はな

いと考えられる。 

しかしながら、これまでの運用を踏まえれば、調査対象者の信頼を確保
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し、安心して調査に協力してもらうためには、今後も何らかの形で国民に

対して統計データの使用の状況を明らかにすることが適当であり、統計デ

ータの使用状況について、定期的に総務大臣に対する報告を求めるととも

に、インターネットその他の方法を利用することにより、国民に対して公

表を行う取扱いとすることが適当である。 

一方、統計目的以外の調査票の使用については、統計調査に対する信頼

を確保するため、引き続き、これまでの調査票の目的外使用の運用と同様、

調査票の使用目的等について、個別に官報に告示を行うことが適当である

と考える。  

 

５ 統計データの利用に当たり必要となる秘密の保護等の措置 

(1) 統計データの利用者に係る規定 

現在の統計法は、指定統計の作成以外の統計データの使用はあくまで例

外的な使用と位置付けており、指定統計の作成以外に統計データを使用す

る場面に着目した統計データの利用者に係る規定は必ずしも十分整備さ

れてこなかった。今後、統計データの利用の促進を図っていくに当たって

は、調査対象者の信頼を確保するため、指定統計調査の実施者に係る規定

と同様に、指定統計の作成以外を目的とする統計データの使用者に係る義

務や罰則等の法制上の措置を講じる必要がある。また、３で述べたように、

調査票から作成された匿名標本データについても同様の措置を講じるこ

とが適当である。 

 

(2) 秘密の保護 

統計法第 14 条に規定する秘密の保護については、「指定統計調査（中略）

の結果知られた人、法人又はその他の団体の秘密に属する事項については、

その秘密は、保護されなければならない。」と、義務の主体を限定しない

規定となっており、調査実施者のみならず、その他指定統計作成の目的以

外で統計データを使用する者も適用を受けることから、現在の規定により、

既に必要な法制上の措置は講じられている。なお、Ⅱで述べたように、条

文の対象範囲の明確化等の規定の仕方については、罰則規定等他の条文の

規定も含めた全体の整理の中で、必要に応じて検討することが適当である。 

 

(3) 調査票等の適正管理義務 

統計法第 15 条の３の規定は、統計調査によって得られた秘密の保護に

万全を期すために設けられたものであるが、調査実施者のみを対象とした

規定であり、その他の者が調査票等を取り扱う場合については、十分な監
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督を行う等により、調査実施者において調査票等の適正な管理のために必

要な措置を講ずることとしてきた。 

今後、統計データの利用の拡大を図る上で、秘密の保護をより一層徹底

し、統計調査に対する信頼を損なわないようにするためには、調査実施者

以外に統計データを使用することになる者にも、自ら当該調査票等を適正

に管理するための措置を講ずることを法令上規定することが必要である。 

 

(4) 秘密漏洩等に対する罰則 

統計法第 19 条の２第１項及び第３項は、秘密を漏洩又は窃用した者に

対する罰則を規定している。同条第１項は、「指定統計調査に関する事務

に従事する者」を対象とした規定であり、指定統計の作成以外の目的で統

計データを使用する者には適用がない。また、同条第３項は、第１項に規

定する者以外の者が公務員である場合に限って罰則の対象となる旨規定

しており、指定統計の作成以外の目的で調査票を使用する者が公務員であ

る場合には罰則が適用されるが、公務員以外の者が使用する場合には、現

行法上罰則の適用の余地はない。 

今後、統計データの利用の拡大を図ることにより、公務員以外であって

も、統計データを使用する過程で、「人、法人又はその他の団体の秘密に

属する事項」を知りうる者が増加することが予想される。調査対象者の秘

密の保護に万全を期すためには、統計データを使用する公務員以外の者に

ついても、秘密の漏洩・窃用に対する罰則規定を整備することが適当であ

る。 

 

６ 統計データアーカイブ 

(1) 統計データアーカイブ機能 

統計データの利用を拡大するに当たっては、その前提として、実施され

た統計調査の調査票等の管理・保存が適正に行われる必要がある。現在は、

各調査実施者が実施した指定統計調査の調査票や調査関係書類の保存に

ついては各調査の調査規則において定められているが、各府省によって必

ずしも取扱いは統一されていない。このため、「統計行政の新たな展開方

向」等の各種提言において、統一的な考え方の下に調査票等の整理・保管

を行い、行政施策や研究等のために使用する場合の基盤や窓口となる機能

を提供する統計データアーカイブ機能についての検討が求められている。 

しかしながら、統計データアーカイブを統計作成機関ごとに設置をする

のか、あるいは国全体として一箇所に集約するのか等の設置形態の問題、

収録すべきデータの範囲、データ利用者に対して提供するサービスの内容
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等、今後更に検討を行うべき課題が数多い。したがって、現時点では、将

来的な統計データアーカイブの設置に向けて、調査票等の保存の考え方の

みを整理し、統計データアーカイブの具体的な設置の在り方については、

オーダーメード集計の実施や匿名標本データの作成・提供等、新たな統計

データの提供の動向も見極めつつ、引き続き検討を行うことが適当である。 
 

(2) 調査票の保存 

指定統計調査の調査票の保存期間は、各調査の調査規則において定めら

れており、調査票原票は比較的短い保存期間とした上で、調査票の内容を

転写した電磁的記録については永年保存とする例が多いが、調査によって

は、電磁的記録についても３年間から５年間等、比較的短い保存期間を定

めている場合もある。今後、指定統計の作成以外の調査票の使用の要請に

応え、将来的な統計データアーカイブの設置等に備えるためには、調査票

を保存する必要があり、少なくとも調査票の内容を転写した電磁的記録の

保存期間については、できる限り長期間とすべきである。また、将来的な

利用のためには、電磁的記録の保存形式等を統一し、調査方法や用語の定

義等、統計調査に関連する必要な情報をあわせて保存することが適当であ

る。なお、行政機関個人情報保護法では、利用目的の達成に必要な範囲を

超えて個人情報を保有してはならない（同法第３条第２項）こととされて

おり、この考え方を踏まえれば、少なくとも個体識別が可能なかたちで長

期間にわたり調査票の保有・保存を行う場合には、指定統計の作成以外の

統計データの使用も含めて、調査票の使用の目的として理解することにな

る。 
行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令（平成 12 年政令第

41 号。以下「行政機関情報公開法施行令」という。）第 16 条第１項第４

号及び別表第二では、行政文書の管理に関する定めのひとつとして、行政

文書の最低保存期間の基準を定めており、最低保存期間の最も長いものは

30 年とされている。これについて、「行政文書の管理方策に関するガイド

ライン」（平成 12 年２月 25 日各省庁事務連絡会議申合せ）では、「最低保

存期間の最も長いものを 30 年としたのは、30 年を一区切りとして保存継

続の必要性の見直しを的確に実施する趣旨であるが、必要に応じて永年保

存区分を設けること（未来永劫の趣旨ではなく、非常に長期の保存を要す

るものであって、不定の職務上必要な期間の趣旨）は妨げない。」として

おり、必要に応じ、調査票の保存期間を永年とすることも差し支えないと

考えられる。 
調査規則に調査票の保存期間が規定されている場合は、行政機関情報公
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開法施行令第 16 条第１項第 12 号において「法律及びこれに基づく命令の

規定により、行政文書の分類、作成、保存、廃棄その他の行政文書の管理

に関する事項について特別の定めが設けられている場合にあっては、当該

事項については、当該法律及びこれに基づく命令の定めるところによるこ

ととするものであること。」と規定されており、各府省が設ける文書管理

規則等の行政文書の管理に関する定めに基づき、調査規則において定めた

保存期間が行政文書としての保存期間となると考えられる。 

以上を踏まえ、調査票等を長期間保存する方法としては、以下の２通り

の対応が考えられる。 

a 統計法や統計法施行令等において、調査票の保存期間を統一的に定め

る、あるいは長期間保存するための措置を講ずることを求める。 

b 各府省等において、自らが実施した指定統計調査の調査票の保存期間

を、上記の趣旨を踏まえて設定し直すこと。 

 
７ 届出統計調査及び承認統計調査について 

(1) 統計データの使用の法制的な取扱い 

  届出統計調査及び承認統計調査の調査票等については、指定統計調査の

調査票と同様、統計法第15条の２第１項において、「統計上の目的」以外

に使用することは原則として禁止されているが、同条第２項において、「被

調査者又は報告を求められた者を識別することができない方法」という基

準に基づき、各調査実施者の判断により調査票を使用し、使用させること

ができることとされている。 

  届出統計調査や承認統計調査は、指定統計調査と比べて小規模な調査が

多く、また、各調査実施者の行政上の必要性に基づき実施される性格が強

いため、指定統計調査と比べ、オーダーメード集計の実施や匿名標本デー

タの作成・提供という統計データの利用に対するニーズは、一般的には高

くないと考えられるが、一方で、届出統計調査や承認統計調査であっても、

集計等のニーズがあるものも存在すると考えられることから、調査実施者

に対する努力義務を課す必要まではないものの、基本的に指定統計調査と

同様の規定の整備を検討する必要がある。 

 

(2) 統計データ使用者に係る措置 

  届出統計調査及び承認統計調査についても、統計は各調査実施者の行政

施策のための基礎資料以外の目的にも、国民の共有の財産として、幅広く

用いられるべきものであるという意識の浸透に伴い、統計法第 15条の２
第２項の規定に基づく調査票の使用が増加することも考えられる。届出統
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計調査や承認統計調査に関しても、調査の結果知られた秘密の保護の必要

があることには変わりがなく、調査対象者の信頼を確保する観点から、指

定統計調査の統計データと同様に、統計データの使用者に係る統計データ

の適正管理義務や秘密の漏洩及び窃用に対する罰則等を設けることが適

当である。 




